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は
じ
め
に

〔
第
二
〇
巻
第
一
号
〕

第
一
章

有
賀
長
雄
の
時
代
（
一
八
九
八
年
二
月－

一
九
一
一
年
一
〇
月
）

〔
第
二
〇
巻
一
号
・
三
号
〕

第
二
章

大
庭
景
秋
の
時
代
（
一
九
一
一
年
一
一
月－

一
九
一
四
年
四
月
）

〔
第
二
〇
巻
四
号
〕

第
三
章

上
原
好
雄
の
時
代
（
一
九
一
四
年
五
月－

一
九
二
〇
年
一
二
月
）

〔
第
二
〇
巻
五
号
〕

第
四
章

半
沢
玉
城
の
時
代
〔
前
期
〕（
一
九
二
一
年
一
月－

一
九
三
一
年
一
二
月
）〔
第
二
一
巻
一
号
〕

第
五
章

半
沢
玉
城
の
時
代
〔
後
期
〕
と
小
室
誠
の
時
代
（
一
九
三
二
年
一
月－

一
九
四
五
年
四
月
）

一

半
沢
時
代
〔
後
期
〕
の
経
営
と
編
輯
（
一
九
三
二
年
一
月－

一
九
四
三
年
一
二
月
）

二

小
室
時
代
の
経
営
と
編
輯
（
一
九
四
三
年
一
二
月－

一
九
四
五
年
四
月
）

三

誌
面
の
構
成
と
特
色

四

休
刊
の
経
緯

五

小
括

お
わ
り
に

一

結
論

二

今
後
の
課
題

〔
以
上
本
号
〕

※
本
稿
に
お
い
て
『
外
交
時
報
』
掲
載
の
論
文
・
記
事
は
〔
９５６
〕
の
よ
う
に
号
数
を
付
し
て
示
す
。

一



第
五
章

半
沢
玉
城
の
時
代
〔
後
期
〕
と
小
室
誠
の
時
代
（
一
九
三
二
年
一
月－

一
九
四
五
年
四
月
）

一

半
沢
時
代
〔
後
期
〕
の
経
営
と
編
輯
（
一
九
三
二
年
一
月－

一
九
四
三
年
一
二
月
）

本
節
で
は
、
半
沢
が
社
長
の
地
位
に
あ
っ
た
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
末
ま
で
の
、
同
社
の
動
き
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す

る
。

�

事
務
分
室
の
開
設
と
本
社
の
移
転

前
章
で
触
れ
た
通
り
、
半
沢
の
経
営
す
る
外
交
時
報
社
は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
六
月
か
ら
、
麹
町
区
中
六
番
町
一
四
番

地
（
現
在
の
千
代
田
区
四
番
町
七
番
地
）
に
置
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
業
務
の
拡
張
に
伴
い
本
社
が
手
狭
に
な
っ
た
た
め
、

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
三
月
、
同
じ
麹
町
区
の
丸
ノ
内
三
丁
目
に
あ
る
仲
五
号
館
に
「
事
務
分
室
」
を
開
設
す
る
（
１
）
。
そ
し
て

一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
は
、
本
社
の
機
能
を
丸
ノ
内
に
移
し
、
以
後
は
こ
の
、
都
心
の
一
等
地
を
中
心
に
活
動
す
る
こ
と

に
な
っ
た
（
２
）
。

�

第
六
九
巻
七
〇
一
号
の
発
売
禁
止
処
分

一
九
三
四（
昭
和
九
）年
二
月
一
五
日
に
刊
行
さ
れ
た
第
六
九
巻
七
〇
一
号
は
、
内
務
大
臣
の
命
に
よ
り
発
売
禁
止
と
な
っ
た
。

同
誌
が
内
地
に
お
い
て
発
禁
処
分
を
受
け
た
の
は
、
こ
れ
が
最
初
で
最
後
で
あ
る
（
３
）
。
こ
の
件
に
つ
き
、
同
誌
は
二
度
の
社
告
で
説

明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
処
分
の
原
因
は
、
小
日
山
直
登
の
論
文
「
日
満
関
係
再
議
定
の
急
務
」
が
、
当
局
の
忌
諱
に
触

れ
た
た
め
で
あ
っ
た
（
４
）
。

な
お
、
そ
の
後
も
、
発
禁
処
分
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
掲
載
し
た
論
稿
が
検
閲
に
掛
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
た

と
え
ば
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
出
さ
れ
た
第
一
〇
六
巻
九
二
五
号
の
時
論
は
、
当
局
の
手
で
大
幅
に
削
ら
れ
て
い
る
（
５
）
。
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日
本
外
交
協
会
の
設
立

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
二
月
、
東
京
・
丸
ノ
内
に
芳
沢
謙
吉
、
関
屋
貞
三
郎
、
坂
西
利
八
郎
と
い
っ
た
人
々
が
集
り
、「
日

本
外
交
協
会
」
を
設
立
し
た
（
６
）
。
こ
の
協
会
は
「
対
外
関
係
の
全
面
的
諸
問
題
を
恒
久
的
継
続
的
に
精
査
詳
究
し
て
時
務
に
貢
献
す

る
民
間
機
関
」
を
め
ざ
し
た
も
の
で
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
作
ら
れ
た
「
中
央
満
蒙
協
会
」
と
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）

年
に
発
足
し
た
「
北
支
那
協
会
」
を
も
包
括
す
る
組
織
で
あ
っ
た
（
７
）
。

外
交
時
報
社
は
、
こ
の
日
本
外
交
協
会
（
お
よ
び
中
央
満
蒙
協
会
、
北
支
那
協
会
）
と
、
当
初
か
ら
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
半
沢
玉
城
は
、
会
の
創
設
に
参
加
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
幹
事
長
と
し
て
会
務
を
統
轄
し
て
い
る
（
８
）
。
三
協
会
共
通
の

事
務
局
は
外
交
時
報
社
に
置
か
れ
、『
外
交
時
報
』
編
輯
長
の
宇
治
田
直
義
が
、
事
務
局
幹
事
を
兼
任
し
て
半
沢
を
輔
佐
し
た
（
９
）
。

そ
も
そ
も
、
丸
ノ
内
に
同
社
の
「
事
務
分
室
」
が
置
か
れ
た
の
と
、
日
本
外
交
協
会
の
設
立
は
同
時
期
で
、
臆
測
す
れ
ば
、
半
沢

は
最
初
か
ら
協
会
の
事
務
を
執
ら
せ
る
目
的
で
、
同
社
の
分
室
を
設
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
に
は
、
右
の
三
協
会
に
関
す
る
記
事
が
頻
り
に
現
れ
る
。
ま
た
協
会
役

員
の
名
簿
や
、
設
立
の
趣
意
書
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
１０
）
。

�

外
交
考
査
部
の
新
設
と
懸
賞
論
文

半
沢
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
新
年
号
に
、「
外
交
考
査
部
」
を
新
設
す
る
旨
の
社
告
を
掲
げ
た
（
１１
）
。
考
査
部
は
、
大
正
の

末
年
に
存
在
し
た
「
外
交
問
答
」
を
復
活
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
右
の
社
告
に
お
い
て
「
国
際
時
局
に
関
係
あ
る
問
題

は
外
交
、
軍
事
、
経
済
、
学
術
、
其
他
百
般
の
事
項
に
付
、
読
者
の
御
諮
問
に
応
じ
遺
憾
無
く
誌
上
に
回
答
解
説
」
す
る
と
宣
言

し
て
い
る
。

そ
し
て
次
号
の
誌
面
に
は
、
早
く
も
「
外
交
考
査
」
欄
が
登
場
し
、
そ
の
後
「
関
東
軍
特
務
部
の
性
質
機
構
」「
満
洲
農
業
移

民
の
現
状
」「
杉
村
大
使
の
失
言
問
題
」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
な
お
回
答
は
、
ほ
と
ん
ど
が
外
交
考
査
部
の
名
義
で
書
か
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れ
た
が
、「
貴
誌
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
を
是
な
り
と
す
る
や
」
と
の
質
問
に
対
し
て
は
、
半
沢
自
身
が
筆
を
執
り
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
其
者

の
当
否
は
兎
も
角
、
あ
の
種
の
政
治
が
日
本
に
行
は
る
べ
し
と
は
微
塵
も
信
じ
居
ら
ず
」
な
ど
と
答
え
て
い
る
（
第
七
三
巻
七
二

六
号
）。

ま
た
、
半
沢
時
代
の
前
期
か
ら
始
っ
た
懸
賞
企
画
は
、
こ
の
時
代
に
も
、
日
本
外
交
協
会
の
主
催
に
よ
り
三
回
ほ
ど
実
施
さ
れ

て
い
る
。

第
一
回
は
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
三
月
、
協
会
設
立
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
。
論
題
に
「
新
日
本
の
外
交
原
則
」
が
指
定

さ
れ
、
字
数
は
四
万
字
前
後
、
応
募
締
切
は
五
月
末
日
、
一
等
の
賞
金
は
三
〇
〇
円
で
あ
っ
た
（
１２
）
。
締
切
ま
で
に
五
六
編
の
応
募
が

あ
り
、
元
外
相
の
芳
沢
謙
吉
、
元
海
相
の
安
保
清
種
、
陸
軍
後
備
役
大
将
の
鈴
木
孝
雄
な
ど
五
名
が
審
査
に
当
る
。
そ
の
結
果
、

一
等
は
該
当
者
な
し
、
二
等
に
手
塚
素
堂
が
選
ば
れ
、
入
選
作
は
『
外
交
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
（
１３
）
。

第
二
回
の
企
画
は
、
第
一
回
で
一
等
が
出
な
か
っ
た
た
め
、
急
遽
そ
の
賞
金
を
原
資
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一

回
の
当
選
発
表
と
同
時
に
募
集
が
始
り
、
字
数
は
二
万
字
か
ら
四
万
字
、
論
題
は「
我
国
の
対
支
政
策
」「
満
洲
国
指
導
方
策
」「
次

期
軍
縮
会
議
に
対
す
る
日
本
の
対
策
」
か
ら
一
つ
を
択
ぶ
。
賞
金
総
額
は
三
〇
〇
円
、
締
切
は
二
か
月
半
後
の
一
九
三
五
（
昭
和

一
〇
）
年
九
月
末
日
で
あ
っ
た
（
１４
）
。
こ
ち
ら
に
は
三
四
編
の
応
募
が
あ
り
、
手
塚
義
明
、
久
保
木
大
洋
、
西
山
貞
男
の
三
名
が
入
選

し
た
。
こ
れ
ら
の
論
稿
も
、
す
べ
て
『
外
交
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
１５
）
。

三
回
目
の
企
画
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
り
、
論
題
や
締
切
を
定
め
な
い
自
由
投
稿
の
形
式
と
な
り
、
字
数
も
二
万
字
以
下
と

な
っ
た
。
寄
稿
か
ら
一
か
月
以
内
に
当
落
を
決
す
る
と
し
、
当
選
し
た
作
品
に
は
五
〇
円
か
ら
一
〇
〇
円
の
賞
金
を
出
す
と
と

も
に
、『
外
交
時
報
』
な
ど
に
掲
載
す
る
と
し
た
（
１６
）
。
募
集
は
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
一
月
か
ら
五
か
月
ほ
ど
続
け
ら
れ
、
合

計
三
四
編
の
応
募
が
あ
っ
た
が
、
採
用
さ
れ
た
の
は
久
保
京
平
の
論
文
「
国
策
上
よ
り
見
た
る
日
蘇
関
係
」〔
７６５
〕
の
み
で
あ
っ

た
（
１７
）
。 松

山
大
学
論
集
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倍
大
号
の
廃
止
と
減
ペ
ー
ジ

倍
大
号
の
発
行
は
、
一
九
三
〇
年
代
を
通
じ
て
年
三
回
（
一
月
、
四
月
、
一
〇
月
）
の
頻
度
が
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
て

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
六
月
に
は
、
有
賀
長
雄
の
一
三
回
忌
に
合
せ
て
「
有
賀
博
士
追
憶
拡
大
号
」
も
出
さ
れ
て
い
る
（
１８
）
。

と
こ
ろ
が
日
中
戦
争
が
始
り
、
用
紙
の
供
給
が
逼
迫
し
は
じ
め
る
と
、
そ
の
影
響
は
『
外
交
時
報
』
に
も
及
ぶ
。
一
九
三
八
（
昭

和
一
三
）
年
夏
か
ら
、
同
社
は
「
一
号
か
ぎ
り
の
購
入
希
望
に
は
応
じ
な
い
」「
用
紙
統
制
の
た
め
予
約
申
込
分
し
か
印
刷
し
な

い
」
と
い
っ
た
社
告
を
、
頻
繁
に
出
し
て
い
る
（
１９
）
。
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
八
月
か
ら
は
、
予
約
購
読
者
以
外
へ
の
配
本
を
中

止
し
、
取
次
店
へ
の
配
本
部
数
を
一
割
以
上
減
ら
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
常
連
寄
稿
者
へ
の
贈
呈
を
、
掲
載
号
を

除
き
す
べ
て
取
り
や
め
た
（
２０
）
。

毎
号
の
ペ
ー
ジ
数
も
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
の
春
ご
ろ
か
ら
、
徐
々
に
減
少
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
四
一
（
昭

和
一
六
）
年
一
〇
月
に
、
さ
ら
に
ペ
ー
ジ
を
減
ら
す
と
の
社
告
が
現
れ
、
翌
年
四
月
か
ら
は
倍
大
号
も
廃
止
さ
れ
た
（
２１
）
。
一
九
四
三

（
昭
和
一
八
）
年
の
春
に
な
る
と
用
紙
節
約
の
た
め
目
次
ペ
ー
ジ
が
廃
止
さ
れ
、
一
一
月
に
は
遂
に
、
ペ
ー
ジ
ご
と
の
行
数
と
文

字
数
を
増
や
し
、
周
囲
の
余
白
を
削
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
内
容
を
維
持
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
る
（
２２
）
。

さ
ら
に
、
予
約
購
読
の
方
法
も
、
そ
れ
ま
で
半
年
単
位
だ
っ
た
の
が
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
一
月
か
ら
は
一
年
単
位
に

変
更
さ
れ
た
（
２３
）
。
そ
し
て
同
年
一
〇
月
に
は
、
直
接
購
読
そ
の
も
の
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
購
読
希
望
者
は
「
日
本
出
版
配

給
会
社
」
の
方
に
申
込
む
よ
う
、
社
告
で
指
示
し
て
い
る
（
２４
）
。

二

小
室
時
代
の
経
営
と
編
輯
（
一
九
四
三
年
一
二
月－

一
九
四
五
年
四
月
）

�

第
五
代
社
長
・
小
室
誠

こ
の
よ
う
に
『
外
交
時
報
』
の
刊
行
が
、
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
な
か
、
小
室
誠
が
、
半
沢
の
後
を
襲
っ
て
社
長
と
な
っ
た
。
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小
室
は
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
三
月
に
、
秋
田
県
に
生
れ
た
人
物
で
あ
る
（
２５
）
。
秋
田
中
学
を
卒
え
た
あ
と
早
稲
田
大
学
に

進
み
、
政
治
経
済
学
科
を
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
卒
業
し
て
い
る
。
同
じ
年
に
台
湾
総
督
府
の
嘱
託
と
な
り
、
一
九
二
一
（
大

正
一
〇
）
年
に
は
報
知
新
聞
に
入
っ
て
政
治
部
の
記
者
と
な
っ
た
。
同
社
で
論
説
委
員
ま
で
務
め
た
あ
と
、
日
米
開
戦
の
前
後
に

外
交
時
報
社
に
転
じ
て
主
幹
と
な
り
、
一
九
四
三（
昭
和
一
八
）年
の
一
二
月
に
、
半
沢
の
後
を
継
い
で
社
長
に
就
任
し
て
い
る
（
２６
）
。

国
際
関
係
に
は
当
初
か
ら
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
台
湾
総
督
府
時
代
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
制
等
に
関
す

る
書
籍
や
法
典
の
翻
訳
、
編
纂
に
携
っ
た
ほ
か
、
報
知
新
聞
時
代
に
も
、
国
際
事
情
に
関
す
る
著
作
を
刊
行
し
て
い
る
（
２７
）
。

な
お
過
去
の
例
と
は
異
り
、
社
長
を
退
い
た
半
沢
玉
城
は
、
同
社
に
留
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
一
月

ま
で
編
輯
人
も
務
め
て
お
り
、
ま
た
敗
戦
後
の
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
六
月
の
時
点
で
、
同
社
の
代
表
者

と
し
て
、
そ
の
名
が
挙
っ
て
い
る
（
２８
）
。
こ
れ
ら
か
ら
推
せ
ば
、
半
沢
は
社
長
を
譲
っ
た
あ
と
も
、
小
室
の
後
見
役
と
し
て
、
社
内
で

重
き
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

刊
行
頻
度
の
減
少
と
本
社
の
移
転

小
室
が
社
長
に
な
っ
て
ほ
ど
な
く
、『
外
交
時
報
』
は
そ
れ
ま
で
の
半
月
刊
か
ら
、
月
刊
（
毎
月
一
日
発
行
）
に
変
更
さ
れ
た
（
２９
）
。

用
紙
不
足
が
主
た
る
原
因
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ペ
ー
ジ
数
の
減
少
に
よ
り
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
（
第
四
九
巻
）
か
ら
続
い

て
き
た
一
巻
六
号
の
体
制
も
、
か
つ
て
の
「
一
二
号
で
一
巻
を
編
む
」
方
式
に
戻
さ
れ
て
い
る
（
３０
）
。

ま
た
刊
行
頻
度
の
減
少
に
よ
り
、
財
務
状
況
が
悪
化
し
た
た
め
か
、
本
社
も
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
六
月
に
、
丸
ノ
内
か

ら
転
出
し
て
い
る
。
移
転
先
は
、
現
在
の
港
区
赤
坂
二
丁
目
六
番
地
で
あ
っ
た
（
３１
）
。

�

さ
ら
な
る
減
ペ
ー
ジ
と
刊
行
の
遅
れ

小
室
が
社
長
に
な
っ
た
こ
ろ
の
『
外
交
時
報
』
は
、
す
で
に
平
均
八
〇
ペ
ー
ジ
を
割
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
も
そ
の
後
、
ペ
ー

ジ
は
更
に
減
っ
て
ゆ
き
、
遂
に
は
五
〇
ペ
ー
ジ
を
下
回
る
よ
う
に
な
る
。
刊
行
作
業
も
遅
れ
が
ち
と
な
り
、
た
と
え
ば
一
九
四
五

松
山
大
学
論
集
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（
昭
和
二
〇
）
年
の
新
年
号
に
、
一
月
一
六
日
の
記
事
が
掲
げ
ら
れ
、
四
月
一
日
号
に
は
、
同
月
一
二
日
の
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
死

去
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
３２
）
。

そ
し
て
、
こ
の
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
四
月
号
を
最
後
に
、『
外
交
時
報
』
は
予
告
な
く
休
刊
す
る
。
小
室
が
社
長
と
し

て
刊
行
し
た
『
外
交
時
報
』
は
、
一
年
四
か
月
で
一
九
号
、
一
〇
八
五
ペ
ー
ジ
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

三

誌
面
の
構
成
と
特
色

�

ペ
ー
ジ
数

半
沢
時
代
の
後
期
に
入
っ
て
か
ら
も
、
は
じ
め
の
う
ち
、『
外
交
時
報
』
の
平
均
ペ
ー
ジ
数
は
順
調
に
増
え
つ
づ
け
て
い
た
。

一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
は
、
普
通
号
の
平
均
が
二
三
〇
ペ
ー
ジ
台
、
倍
大
号
も
含
め
た
総
平
均
で
は
二
五
〇
ペ
ー
ジ
台
に
達
し
、

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
と
比
べ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
ペ
ー
ジ
以
上
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
傾
向
が
一
転
し
た
の
は
、
出
版
用
紙
の
統
制
が
強
化
さ
れ
た
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
の
春
か
ら
で
あ
る
（
３３
）
。
こ
の
年
の

普
通
号
の
平
均
は
一
九
八
ペ
ー
ジ
と
、
前
年
の
二
三
四
ペ
ー
ジ
か
ら
大
き
く
減
少
し
た
。
そ
の
後
、
倍
大
号
が
廃
止
さ
れ
た
一
九

四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
は
、
毎
号
の
平
均
で
一
〇
三
ペ
ー
ジ
と
な
り
、
翌
年
は
六
一
ペ
ー
ジ
ま
で
減
り
、
最
後
の
一
九
四
五
（
昭

和
二
〇
）
年
に
な
る
と
、
平
均
四
二
ペ
ー
ジ
に
ま
で
落
込
ん
で
い
る
。

�

記
事
分
類

用
紙
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
の
時
期
の
記
事
分
類
は
、
一
九
四
〇（
昭
和
一
五
）年
一
〇
月
に
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
以
下
、
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

１

時
論

「
時
論
」
は
原
則
と
し
て
、
最
終
号
（
第
一
一
一
巻
九
五
六
号
）
ま
で
の
総
て
の
号
に
、
一
編
づ
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
３４
）
。
当
初

３８６
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は
毎
号
八
ペ
ー
ジ
だ
っ
た
が
、
一
九
三
二（
昭
和
七
）年
の
末
ご
ろ
か
ら
四
ペ
ー
ジ
が
通
例
と
な
っ
た
。
ま
た
誌
面
節
約
の
た
め
、

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
七
月
か
ら
は
、
部
分
的
に
二
段
組
と
な
っ
て
い
る
。

執
筆
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
九
月
ま
で
は
、
毎
号
の
目
次
や
、
巻
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
総
目
次
（
巻

目
次
）
か
ら
、
す
べ
て
半
沢
玉
城
と
確
認
さ
れ
る
。
巻
目
次
が
廃
止
さ
れ
た
同
年
一
〇
月
（
第
九
六
巻
）
以
降
、
一
時
的
に
著
者

不
明
の
も
の
が
増
え
る
が
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
六
月
か
ら
は
再
び
執
筆
者
（
半
沢
）
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
後
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
末
の
社
長
交
代
と
前
後
し
て
、
時
論
の
担
当
者
も
新
社
長
（
小
室
）
に
代
っ
て
い
る
。

２

論
叢

「
論
叢
」
も
「
時
論
」
と
同
じ
く
、
最
終
号
ま
で
存
続
し
た
。
掲
載
総
数
は
二
一
六
八
編
で
、
号
で
均
す
と
約
七
編
に
な
る
。

最
後
ま
で
同
誌
の
中
核
で
あ
り
つ
づ
け
、
最
終
号
に
も
乾
精
末
「
米
国
モ
ボ
ク
ラ
シ
ー
の
侵
略
様
式
」
や
斎
藤
忠
「
神
風
精
神
の

倫
理
」
な
ど
九
編
が
掲
載
さ
れ
た
。
す
べ
て
署
名
つ
き
で
、
お
も
な
執
筆
者
と
し
て
西
沢
英
一
（
六
二
編
）
や
米
田
実
（
六
一
編
）、

井
村
薫
雄
（
四
一
編
）、
直
海
善
三
（
同
）、
大
山
卯
次
郎
（
四
〇
編
）
な
ど
が
目
に
つ
く
。

文
字
組
（
段
組
）
を
み
る
と
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
二
月
一
五
日
号
か
ら
、
一
部
の
論
稿
（
最
後
の
一
編
）
が
二
段
に

組
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
研
究
」
欄
が
統
合
さ
れ
た
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
か
ら
は
、
一
段
組
と
二
段
組
が
混
在
し
て
い
る
。

３

研
究

「
研
究
」
欄
は
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
一
月
に
「
論
叢
」
欄
と
統
合
さ
れ
る
ま
で
、
総
て
の
号
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

三
編
か
ら
一
一
編
（
平
均
六
編
）
の
署
名
論
文
を
載
録
し
て
い
た
。
総
計
一
五
九
八
編
の
う
ち
、
内
藤
智
秀
が
二
九
編
を
書
き
、

田
村
幸
策
（
二
七
編
）
と
中
山
久
四
郎
（
二
六
編
）
が
、
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。

４

時
報

当
初
は
「
欧
米
時
報
」「
支
那
時
報
」「
軍
事
時
報
」
の
三
本
立
て
だ
っ
た
が
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
三
月
の
満
洲
国
建
国
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に
よ
り
、
同
月
一
五
日
号
か
ら
「
満
洲
時
報
」
が
追
加
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
体
裁
が
二
段
組
か
ら
三
段
組
に
な
っ
た
こ
と
を
除
い
て
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
が
（
３５
）
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年

一
〇
月
の
改
編
で
、
右
の
四
種
の
「
時
報
」
が
一
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
国
際
時
報
」
と
い
う
新
た
な
記
事
分
類
が

作
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
欧
米
関
係
」「
支
那
方
面
関
係
」「
軍
事
関
係
」
な
ど
の
項
目
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
方
式

は
最
終
号
の
直
前
ま
で
続
い
た
も
の
の
、
最
終
号
で
は
さ
ら
に
、
後
述
の
「
時
彙
」
と
合
せ
て
「
時
彙
・
時
報
」
と
な
っ
て
い
る
。

５

特
別
談
叢

外
交
時
報
社
は
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
一
月
一
日
号
を
最
後
に
、
倍
大
号
の
発
行
を
休
止
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
倍

大
号
に
の
み
設
け
ら
れ
る
「
特
別
談
叢
」
も
廃
止
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
載
せ
ら
れ
た
論
稿
は
一
九
一
編
で
、
半
沢
時
代
の
前

期
と
は
異
り
、
複
数
編
を
寄
せ
た
者
も
少
く
な
い
。
な
か
で
も
最
多
は
町
田
梓
楼
の
五
編
で
、
ほ
か
に
関
根
郡
平
な
ど
四
名
が
四

編
を
寄
稿
し
て
い
る
。

６

外
交
考
査
（
外
交
問
答
）

既
述
の
通
り
、「
外
交
考
査
」
欄
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
一
月
に
登
場
し
た
。
同
年
四
月
に
「
外
交
問
答
」
と
改
称
し
、

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
秋
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
欄
が
取
り
上
げ
た
質
問
は
百
を
超
え
て
お
り
、
ほ
と

ん
ど
が「
外
交
考
査
部
」の
名
義
で
回
答
さ
れ
て
い
る
（
３６
）
。
寄
せ
ら
れ
る
質
問
が
減
っ
た
た
め
か
、
そ
の
後
は
不
定
期
連
載
と
な
り
、

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
一
二
月
を
最
後
に
廃
止
さ
れ
た
。

７

雑
彙
（
時
彙
）

書
評
や
新
刊
紹
介
、
読
者
か
ら
の
投
書
、
日
本
外
交
協
会
の
活
動
記
録
、
あ
る
い
は
外
部
か
ら
の
寄
稿
の
う
ち
「
論
叢
」
や
「
研

究
」
に
載
せ
る
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
な
ど
が
、
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
六
月
か
ら
三
段
組
と
な
り
、
一

九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
〇
月
に
は
「
時
彙
」
と
改
称
さ
れ
た
が
、
と
も
に
内
容
面
で
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
先
に
触
れ
た

３８４
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よ
う
に
、
最
終
号
の
み
「
国
際
時
報
」
と
統
合
さ
れ
「
時
彙
・
時
報
」
と
な
っ
て
い
る
。

８

外
交
半
月
日
誌

「
外
交
半
月
日
誌
」
は
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
一
二
月
か
ら
「
国
際
外
交
半
月
日
誌
」
と
改
称
さ
れ
た
。
体
裁
、
内
容
と

も
、
改
称
の
前
後
で
変
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
多
い
と
き
は
毎
号
十
数
ペ
ー
ジ
を
費
し
て
い
た
が
、
用
紙
節
約
の
た
め
か
、
月
刊

化
に
伴
い
姿
を
消
し
て
い
る
。

９

国
際
片
言
・
談
叢

「
国
際
片
言
」
は
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
五
月
に
新
設
さ
れ
た
。
コ
ラ
ム
の
一
種
で
、
本
社
調
査
局
（
の
ち
調
査
部
）
の

名
義
で
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
三
月
ま
で
に
、
毎
号
一
編
か
ら
三
編
（
合
計
一
九
編
）
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

「
談
叢
」
は
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
六
月
に
登
場
し
、
翌
年
二
月
ま
で
に
八
編
を
掲
載
し
た
。
執
筆
者
は
松
井
慶
四
郎
、

幣
原
喜
重
郎
、
松
田
道
一
な
ど
元
外
交
官
が
多
く
、
在
職
当
時
の
回
顧
談
が
中
心
で
あ
る
。

１０

そ
の
他

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
六
月
の
「
有
賀
博
士
追
憶
拡
大
号
」
に
は
、
有
賀
の
肖
像
な
ど
三
点
の
「
口
絵
」
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
同
号
は「
有
賀
博
士
十
三
回
忌
記
念
論
文
」と
し
て
、
田
中
穂
積
や
青
柳
篤
恒
、
南
次
郎
ら
の
論
稿
を
載
せ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
『
総
目
録
』
の
編
者
の
判
断
で
「
特
輯
」
に
分
類
し
た
。

�

執
筆
陣
と
寄
稿
者

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
以
降
の
『
外
交
時
報
』
に
、
最
も
多
く
執
筆
し
て
い
る
の
は
半
沢
玉
城
で
あ
る
。
当
時
の
署
名
記
事

（
四
三
九
一
編
）
の
う
ち
、
彼
は
独
り
で
二
四
四
編
を
書
い
て
い
る
（
３７
）
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
米
田
実
だ
が
、
そ
の
執
筆
数
は
、
半
沢

の
三
分
の
一
以
下
（
七
〇
編
）
に
と
ど
ま
る
。
以
下
、
上
位
寄
稿
者
の
顔
触
れ
は
、
西
沢
英
一
（
六
九
編
）、
井
村
薫
雄
（
六
三
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編
）、
小
室
誠
（
六
一
編
）、
大
山
卯
次
郎
（
五
八
編
）、
田
村
幸
策
（
五
〇
編
）、
直
海
善
三
（
四
四
編
）、
松
田
道
一
（
四
三
編
）、

そ
し
て
稲
原
勝
治
（
四
〇
編
）
と
な
る
。

西
沢
英
一
は
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
、
東
京
に
生
れ
た
（
３８
）
。
慶
応
義
塾
を
卒
業
し
た
あ
と
、
時
事
新
報
に
入
っ
て
政
治
部
記

者
と
な
る
。
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
外
報
部
長
に
抜
擢
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
編
輯
主
幹
だ
っ

た
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
一
二
月
、
時
事
新
報
が
東
京
日
日
新
聞
に
吸
収
さ
れ
た
の
を
機
に
退
社
、
翌
年
、
外
務
省
情
報
部

の
嘱
託
と
な
っ
て
い
る
（
３９
）
。
彼
が
『
外
交
時
報
』
に
最
初
に
寄
稿
し
た
論
文
は
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
二
月
の
「
太
平
洋
四
国

条
約
の
再
考
」〔
６０４
〕
で
、
そ
の
後
、
特
別
談
叢
の
二
編
も
含
め
、
合
計
七
六
編
を
発
表
し
て
い
る
。

井
村
薫
雄
は
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、
山
口
県
に
生
れ
た
人
物
で
あ
る
（
４０
）
。
早
稲
田
大
学
の
政
経
を
卒
え
た
あ
と
、
興
亜
院

の
嘱
託
な
ど
を
務
め
た
。
中
国
の
金
融
経
済
を
専
門
と
し
、『
支
那
社
会
経
済
の
研
究
』『
列
国
の
対
支
投
資
と
華
僑
送
金
』
な
ど

の
著
作
が
あ
る
。『
外
交
時
報
』
に
寄
せ
た
の
も
、
中
国
関
係
の
論
稿
が
中
心
で
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
二
月
の
「
東
北
外

交
移
管
と
租
界
回
収
」〔
６２８
〕
か
ら
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
三
月
の
「
米
英
経
済
力
の
対
支
滲
透
」〔
９５５
〕
ま
で
、
一
五
年

間
で
六
四
編
に
達
し
た
。

大
山
卯
次
郎
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
、
領
事
と
し
て
長
年
勤
務
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
（
４１
）
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
徳

島
に
生
れ
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
、
高
等
商
業
学
校
（
現
・
一
橋
大
学
）
卒
業
と
同
時
に
外
務
省
に
入
っ
た
。
一
八
九
八

（
明
治
三
一
）
年
か
ら
五
年
間
、
ソ
ウ
ル
の
日
本
公
使
館
に
勤
め
る
が
、
そ
の
後
は
二
〇
年
以
上
に
亘
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸

（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
）
で
領
事
業
務
に
就
い
て
い
る
。
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
総
領
事
を
最
後
に
退
官
し
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
東
京
帝
大
か
ら
法
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
（
４２
）
。
退
官

後
は
外
交
評
論
家
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、『
外
交
時
報
』
に
も
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
か
ら
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
ま

で
に
、
通
算
九
一
編
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
の
経
歴
か
ら
米
国
に
関
す
る
論
稿
が
多
く
、
ま
た
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
か
ら
ほ

３８２
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ぼ
毎
年
、
七
月
に
排
日
移
民
法
関
係
の
論
文
を
発
表
し
て
い
た
。

田
村
幸
策
も
、
大
山
と
同
じ
く
外
交
官
の
経
歴
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
（
４３
）
。
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
、
山
口
県
の
周
防
大
島

に
生
れ
た
彼
は
、
愛
媛
県
の
北
予
中
学
（
現
・
松
山
北
高
校
）
を
経
て
山
口
高
等
商
業
学
校
に
進
ん
だ
。
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）

年
に
同
校
を
中
退
。
上
京
し
て
専
修
学
校
（
現
・
専
修
大
学
）
に
入
学
し
た
と
こ
ろ
で
、
外
務
書
記
生
試
験
に
合
格
し
た
た
め
、

そ
の
ま
ま
外
務
省
に
入
省
す
る
。
勤
務
の
傍
ら
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
文
官
高
等
試
験
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
は

外
交
官
及
領
事
官
試
験
に
も
合
格
し
、
本
省
で
は
政
務
局
、
在
外
公
館
で
は
安
東
、
奉
天
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
に
勤
務
し
た
。
一
九

二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
広
東
総
領
事
を
命
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
辞
職
、
日
本
生
命
の
東
京
支
店
長
に
転
じ
る
。
そ
の
後
、
一
九

四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
法
学
博
士
号
を
取
得
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
か
ら
外
務
省
の
嘱
託
と
な
っ
て
い
る
。

『
外
交
時
報
』
に
は
、
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
に
「
支
那
に
於
け
る
五
大
勢
力
の
対
峙
と
其
将
来
」〔
５２７
〕
を
寄
稿
し
た
の

が
最
初
で
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
の
最
終
号
に
「
桑
港
会
議
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」〔
９５６
〕
を
載
せ
る
ま
で
、
合
せ
て

五
五
編
を
投
じ
て
い
る
。
ま
た
外
交
時
報
社
か
ら
『
支
那
外
債
史
論
』『
最
近
支
那
外
交
史
』
な
ど
の
著
作
も
刊
行
し
た
。
さ
ら

に
彼
は
、
外
交
時
報
社
の
関
係
者
（
同
人
）
と
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
名
が
誌
面
に
登
場
す
る
が
、
社
員
と
し
て
正
式
に
在
籍
し

た
か
は
定
か
で
な
い
（
４４
）
。

直
海
善
三
は
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
、
石
川
県
に
生
れ
た
（
４５
）
。
早
稲
田
大
学
の
文
科
を
卒
業
後
、
中
央
新
聞
の
社
会
部
や
、

中
外
商
業
新
報
の
外
交
部
に
勤
務
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。『
外
交
時
報
』
に
最
初
に
執
筆
し
た
の
は
「
焦
頭
爛
額
の
満
蒙
問
題
」

〔
６４１
〕
で
、
発
表
さ
れ
た
の
は
満
洲
事
変
の
直
前
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
三
月
の
「
弗
外
交
の
本
質

と
米
蘇
の
危
機
」〔
９５５
〕
ま
で
、
通
算
四
五
編
を
寄
稿
し
て
い
る
。

松
田
道
一
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
長
崎
に
生
れ
た
（
４６
）
。
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
の
法

律
学
科
（
仏
法
）
を
首
席
で
卒
業
、
文
官
高
等
試
験
な
ど
に
合
格
し
て
、
は
じ
め
検
事
と
な
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
外
務
省
に
転
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じ
、
国
際
聯
盟
帝
国
事
務
局
長
や
駐
伊
大
使
な
ど
を
歴
任
し
た
の
ち
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
退
官
し
た
。
日
露
戦
争
中
に

捕
獲
審
検
所
の
評
定
官
と
な
る
な
ど
国
際
法
の
造
詣
が
深
く
、
大
正
半
ば
に
条
約
局
が
新
設
さ
れ
る
と
、
そ
の
初
代
局
長
に
択
ば

れ
て
い
る
。
ま
た
イ
タ
リ
ア
駐
剳
中
の
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
日
本
に
呼
び
戻
さ
れ
、
き
わ
め
て
異
例
な
が
ら
大
使
と
条
約

局
長
の
兼
任
を
命
じ
ら
れ
た
。
満
洲
事
変
や
国
際
聯
盟
脱
退
の
際
に
も
、
条
約
局
の
指
揮
を
執
っ
て
い
る
。

『
外
交
時
報
』
に
は
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
か
ら
投
稿
を
始
め
、
最
終
号
の
「
桑
港
反
枢
軸
会
議
の
本
体
」〔
９５６
〕
ま
で
、

合
計
四
八
編
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
「
満
洲
事
件
と
聯
盟
理
事
会
」〔
６４８
〕
や
「
聯
盟
脱
退
通
告
迄
の
経
過
並
に
其
の

意
義
」〔
６８１
〕
な
ど
、
条
約
局
長
在
任
中
に
公
表
し
た
も
の
も
、
い
く
つ
か
含
ま
れ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
創
刊
者
で
あ
る
有
賀
長
雄
の
理
解
者
、
協
力
者
に
し
て
、
創
刊
号
か
ら
寄
稿
を
続
け
て
き
た
立
作
太
郎
は
、
こ

の
時
期
に
も
二
九
編
を
執
筆
し
て
い
る
。
彼
は
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
五
月
に
死
去
し
た
が
、
遺
稿
の
一
つ
は
、
逝
去
を
伝

え
る
『
外
交
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
（
４７
）
。
立
の
同
誌
へ
の
寄
稿
数
は
、
創
刊
号
に
寄
せ
た
「
条
約
の
形
式
」〔
１
〕
か
ら
「
敵
国
の

国
際
関
係
上
唱
ふ
る
主
義
及
原
則
の
検
討
（
下
）」〔
９２４
〕
ま
で
、
四
六
年
間
で
一
八
二
編
に
達
し
て
い
る
。

�

誌
面
の
特
色

米
田
実
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
当
時
の
『
外
交
時
報
』
を
、「
今
の
時
報
は
、
誰
が
書
く
と
か
、
誰
が
論
ず
る
と
か

言
ふ
時
期
で
な
く
、
雲
の
如
く
、
林
の
如
き
多
数
名
流
の
論
文
、
研
究
が
満
載
せ
ら
る
ゝ
時
代
と
な
つ
て
ゐ
る
」
と
評
し
て
い

る
（
４８
）
。実

際
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
を
見
て
み
る
と
、
特
定
の
執
筆
陣
に
依
存
す
る
度
合
は
、
創
刊
以
来
も
っ
と
も
低
く
な
っ

て
い
る
。
数
字
を
示
せ
ば
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
か
ら
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
の
間
に
、
同
誌
に
載
せ
ら
れ
た
署
名
記

事
（
四
三
九
一
編
）
の
う
ち
、
前
出
の
上
位
一
〇
名
の
論
稿
（
七
四
二
編
）
が
占
め
る
比
率
は
、
半
沢
時
代
の
前
期
を
さ
ら
に
下

回
る
、
一
割
六
分
台
に
過
ぎ
な
い
。
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ま
た
『
外
交
時
報
』
は
、
学
術
・
報
道
・
評
論
の
三
つ
の
側
面
を
兼
備
し
た
雑
誌
と
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
完
成
の
域
に

達
し
て
い
た
が
、
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
当
初
は
こ
の
状
況
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
学
術
誌
」
と
し
て
み
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
の
『
外
交
時
報
』
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
く
、
水
準
の
高
い
研
究
論
文
を
毎
号

の
よ
う
に
掲
載
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
田
岡
良
一
が
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に
五
回
に
亘
っ
て
連
載
し
た
「
空
襲
の
国
際

法
的
研
究
」
は
、
の
ち
に
、
彼
の
学
位
論
文
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
（
４９
）
。

ま
た
「
評
論
誌
」
と
し
て
の
同
誌
は
、
清
沢
洌
の
よ
う
な
一
流
の
評
論
家
や
、
現
役
の
政
治
家
、
軍
人
の
文
章
を
数
多
く
載
せ

て
お
り
、
国
内
外
か
ら
広
く
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
は
政
党
政
治
家
に
代
っ
て
、
軍
人
の
寄
稿
が
目
立
つ
よ

う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
国
内
情
勢
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
報
道
誌
」
と
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
は
、「
時
報
」
欄
を
中
心
と
し
て
、
世
界
の
動
き
を
克
明

に
伝
え
つ
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
情
報
が
、
当
時
の
知
識
層
の
対
外
認
識
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想

像
に
難
く
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
く
一
九
三
〇
年
代
の
『
外
交
時
報
』
も
、
日
本
を
代
表
す
る
外
交
専
門
誌
と
し
て
、
不
動
の
地
位

を
占
め
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
外
交
時
報
社
の
周
辺
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
後
半
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な『
外
交
時
報
』の
学
術
誌
・
評
論
誌
・

報
道
誌
と
し
て
の
特
長
を
脅
か
す
よ
う
な
、
二
つ
の
事
態
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
誌
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
入

る
と
急
激
に
凋
落
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
用
紙
の
使
用
制
限
に
よ
り
、
誌
面
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
５０
）
。
政
府
に
よ
る
出
版
用
紙
の
統

制
は
、
す
で
に
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
か
ら
始
っ
て
い
た
が
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
に
入
る
と
、『
外
交
時
報
』
に

も
そ
の
影
響
が
及
ん
だ
。
同
年
五
月
、
内
閣
情
報
部
の
下
に
「
新
聞
雑
誌
用
紙
統
制
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
の
と
前
後
し
て
、
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同
誌
の
ペ
ー
ジ
数
は
減
少
に
転
じ
る
。
そ
の
後
、
年
を
追
う
ご
と
に
用
紙
の
割
当
量
も
減
っ
た
た
め
、『
外
交
時
報
』
は
長
大
な

研
究
論
文
を
載
せ
る
こ
と
も
、
詳
細
な
海
外
報
道
を
展
開
す
る
こ
と
も
、
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
言
論
や
報
道
に
対
す
る
政
府
の
統
制
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
盧
溝
橋
事
件
の
直
後
、
内
務
省
警
保
局

は
通
牒
を
発
し
、
新
聞
や
雑
誌
が
、
反
戦
、
反
軍
的
な
言
説
を
掲
載
す
る
こ
と
や
、
外
国
の
新
聞
か
ら
、
日
本
に
不
利
な
記
事
を

転
載
す
る
こ
と
な
ど
を
禁
じ
た
（
５１
）
。
そ
の
後
も
政
府
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
規
制
を
強
化
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
『
外
交
時
報
』
の

よ
う
な
雑
誌
に
、
と
く
に
大
き
く
影
響
し
た
可
能
性
が
高
い
（
５２
）
。

こ
の
よ
う
に
誌
面
を
物
理
的
に
制
限
さ
れ
、
ま
た
自
由
な
言
論
や
報
道
を
封
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
一
九
四
〇
年
代
の
『
外
交
時

報
』
は
、
報
道
誌
と
し
て
も
、
ま
た
学
術
誌
、
評
論
誌
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

�

重
要
論
文
・
記
事

１

横
田
喜
三
郎
「
国
際
聯
盟
に
よ
る
満
洲
事
件
の
処
理
」〔
６５６
〕

満
洲
事
変
の
勃
発
か
ら
半
年
が
過
ぎ
た
時
点
で
、
横
田
が
事
変
に
つ
い
て『
外
交
時
報
』に
寄
せ
た
、
初
め
て
の
論
文
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
横
田
は
柳
条
湖
事
件
の
直
後
に
、
日
本
軍
の
行
動
は
自
衛
権
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
と
主
張
し
た
た
め
、

周
囲
か
ら
激
し
い
非
難
を
浴
び
て
い
た
（
５３
）
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
た
の
か
、
本
論
は
、
聯
盟
規
約
の
条
文
解
釈
を
中
心
と
し
て
お
り
、

日
本
政
府
の
対
応
に
批
判
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
点
に
は
簡
単
に
触
れ
る
程
度
に
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
末
尾
で
、
本
論
は
聯
盟

規
約
の
法
律
効
果
を
「
純
学
問
的
に
、
純
法
律
的
に
研
究
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
断
っ
て
い
る
（
四
九
頁
）。

ち
な
み
に
横
田
は
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
一
月
に
、
当
局
の
指
示
で
『
中
央
公
論
』
な
ど
の
総
合
雑
誌
へ
の
寄
稿
を
禁

じ
ら
れ
た
が
、『
外
交
時
報
』
に
は
、
そ
の
後
も
何
度
か
執
筆
し
て
い
る
（
５４
）
。

２

半
沢
玉
城
「
国
際
聯
盟
と
日
本
」〔
６５８
〕

本
論
の
発
表
は
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
五
月
の
こ
と
で
、
副
題
に
は
「
既
に
精
神
的
に
は
脱
退
し
た
も
同
然
」
と
あ
る
。
ま
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た
結
論
と
し
て
「
国
際
聯
盟
を
脱
退
す
る
事
に
依
つ
て
、
日
本
は
初
め
て
自
由
の
天
地
に

翔
し
、
世
界
の
平
和
、
少
く
と
も
東

洋
平
和
の
将
来
に
就
て
、
独
創
の
考
案
を
発
明
し
、
独
自
の
実
力
を
自
由
に
発
揮
す
る
事
が
出
来
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
八
頁
）。

こ
の
時
論
で
、
半
沢
が
「
法
律
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
聯
盟
の
措
置
に
も
不
当
で
な
い
所
が
あ
り
、
日
本
の
主
張
に
も
完
備
し
な

い
所
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
我
々
の
問
題
と
す
る
の
は
、
斯
く
の
如
き
法
律
論
や
、
個
々
の
議
題
に
対
す
る
取
扱
ひ
の

当
否
で
は
な
い
」「
日
本
は
一
切
の
理
窟
、
一
切
の
打
算
を
超
越
し
て
、
精
神
的
離
縁
状
を
国
際
聯
盟
に
叩
き
付
け
ざ
る
を
得
ざ

る
に
至
つ
て
居
る
」
と
主
張
し
た
（
二
頁
）
の
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
右
に
紹
介
し
た
横
田
喜
三
郎
の
論
文
は
、
ま
さ
に
半

沢
が
批
判
す
る
「
聯
盟
の
措
置
は
不
当
で
な
い
と
の
法
律
論
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

３

山
川
端
夫
「
国
際
聯
盟
脱
退
に
反
対
す
」〔
６５８
〕、
末
広
重
雄
「
国
際
聯
盟
脱
退
反
対
論
」〔
６６０
〕

山
川
端
夫
の
論
文
は
、
右
の
半
沢
の
時
論
と
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
聯
盟
成
立
の
経
緯
を
説
明
し
、
規
約
の
法
的
解

釈
を
示
し
な
が
ら
、
委
曲
を
尽
し
て
脱
退
に
反
対
し
て
い
る
。

末
広
重
雄
の
論
文
は
、
そ
の
一
か
月
後
、
同
誌
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、「
徒
に
感
情
に
駆
ら
れ
、
軽
率
躁
佻
な
る
振

舞
が
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
」「
打
算
を
超
越
し
、
感
情
に
よ
つ
て
国
家
の
進
退
を
決
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
絶
対
に
禁
物
で
あ
る
」
と

説
い
て
い
る
（
二
お
よ
び
一
五
頁
）。
い
ず
れ
も
、
半
沢
の
右
の
時
論
と
、
正
面
か
ら
衝
突
す
る
主
張
で
あ
る
。

以
上
の
四
編
を
通
読
し
て
判
る
こ
と
は
、
半
沢
玉
城
は
社
長
兼
編
輯
人
と
し
て
、
会
社
の
経
営
権
と
『
外
交
時
報
』
の
編
輯
権

を
掌
握
し
て
い
た
が
、
そ
の
権
力
を
用
い
て
、
自
説
と
対
立
す
る
見
解
を
、
誌
面
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
『
外
交
時
報
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
同
誌
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
に
、
半

沢
の
「
時
論
」
の
論
調
と
、
同
誌
全
体
の
そ
れ
を
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
輯
「
有
賀
博
士
十
三
回
忌
記
念
論
文
」〔
６８５
〕

『
外
交
時
報
』
は
、
七
回
忌
に
当
る
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
続
き
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
も
、
創
刊
者
の
有
賀
長
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雄
を
追
悼
す
る
特
輯
を
組
ん
だ
（
５５
）
。
こ
の
と
き
文
章
を
寄
せ
た
の
は
立
作
太
郎
、
信
夫
淳
平
、
山
川
端
夫
、
青
柳
篤
恒
、
南
次
郎
な

ど
で
、
次
号
以
降
に
も
煙
山
専
太
郎
、
坂
西
利
八
郎
、
篠
田
治
策
ら
が
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
有
賀
の
人
と
な
り
や
、
そ
の

多
方
面
に
亘
る
活
躍
と
功
績
を
知
る
上
で
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。

５

清
沢
洌
「
日
米
関
係
を
如
何
に
す
る
」〔
６８８
〕

当
時
、
わ
ず
か
に
好
転
の
兆
し
を
見
せ
て
い
た
日
米
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。
冒
頭
で
「
国
際
関
係
及
び
外
交

と
い
ふ
の
は
要
す
る
に
人
と
人
と
の
関
係－

群
衆
心
理
と
群
衆
心
理
と
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
」「
国
と
人
種
と
習
慣
を
異
に
す
る

二
国
の
間
に
あ
つ
て
は
、
大
勢
を
動
か
す
も
の
は
、
冷
静
に
し
て
透
徹
し
た
理
論
で
は
な
く
て
、
低
調
に
し
て
自
我
的
な
感
情
だ
。

こ
れ
を
無
視
し
て
外
交
も
国
際
関
係
も
あ
る
べ
き
筈
は
な
い
」
と
い
っ
た
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
五
一
頁
）。

本
稿
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
清
沢
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
、『
外
交
時
報
』
に
合
計
三
六
編
を
寄
稿
し
て

い
る
が
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
末
の
「
大
統
領
の
三
選
と
今
後
の
政
策
」〔
８６４
〕
を
最
後
に
、
姿
を
消
し
て
い
る
（
５６
）
。

６

東
条
英
機
「
極
東
の
新
情
勢
に
就
て
」〔
６９７
〕

東
条
は
当
時
、
陸
軍
少
将
で
軍
事
調
査
部
長
の
地
位
に
あ
っ
た
。
本
論
は
ソ
連
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
方
針
や
軍
備
な
ど

を
概
説
し
た
も
の
で
、日
ソ
対
立
の
必
然
性
な
ど
も
述
べ
ら
れ
る
が
、と
く
に
独
創
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

マ
マ

「
対
満
国
策
の
重
要
性
を
深
く
認
識
し
、
速
に
国
家
内
外
の
態
勢
を
整
へ
、
相
共
に
一
且
緩
急
の
準
備
に
努
め
、
現
下
及
び
将
来

マ
マ

の
国
難
打
解
に
邁
進
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
已
ま
ぬ
」
と
結
論
し
て
い
る
（
七
八
頁
）。

７

小
日
山
直
登
「
日
満
関
係
再
議
定
の
急
務
」〔
７０１
〕

掲
載
さ
れ
た
第
六
九
巻
七
〇
一
号
が
発
禁
と
な
る
原
因
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。「
満
洲
国
の
経
済
建
設
は
、
日
満
統
制
経
済

の
根
本
原
則
の
上
に
工
作
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
か
ら
始
る
本
論
は
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
結
ば
れ
た
日
満
議
定
書
を
論
難

し
、
日
満
両
国
の
関
係
を
明
確
に
規
律
す
る
、
新
条
約
の
締
結
を
主
張
し
て
い
る
。
論
鋒
の
鋭
さ
を
危
惧
し
た
『
外
交
時
報
』
編
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輯
部
の
判
断
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
十
数
か
所
が
伏
字
に
さ
れ
た
が
、
内
務
省
は
そ
れ
で
も
不
十
分
と
判
断
し
、
同
号
の
発
売
を

禁
じ
て
い
る
。

８

近
衛
文
麿
「
国
際
平
和
確
立
の
新
基
調
」〔
７４６
〕

本
論
発
表
の
当
時
、
近
衛
は
貴
族
院
議
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ウ
ス
大
佐
が
発
表
し
た
論
文
「
国
際
間

に
於
け
る
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
」
を
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
。「
日
本
は
イ
タ
リ
ー
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、
現
状
維
持
を
目
的
と

す
る
平
和
機
構
と
は
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
立
場
に
あ
る
」「
現
状
維
持
を
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
の
平
和
機
構
を
以
て
神
聖
な
り

と
す
る
、
英
米
本
位
の
考
へ
方
が
日
本
人
の
頭
の
中
に
浸
み
込
ん
で
居
る
」
な
ど
の
条
（
二
九
一－

二
九
二
頁
）
は
、
彼
の
著
名

な
論
文
「
英
米
本
位
の
平
和
主
義
を
排
す
」
を
彷
彿
さ
せ
る
（
５７
）
。

９

半
沢
玉
城
「
支
那
国
民
に
望
む
」〔
７８４
〕

盧
溝
橋
事
件
の
勃
発
後
、
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
初
め
て
の
時
論
で
あ
る
（
５８
）
。
日
本
側
が
「
事
態
不
拡
大
の
方
針
を

堅
持
し
た
る
に
拘
ら
ず
、
支
那
側
軍
隊
の
約
定
不
履
行
に
依
り
情
勢
の
悪
化
を
招
」
い
た
な
ど
と
論
じ
た
上
で
、
事
件
の
原
因
を

「
自
国
民
以
外
を
夷
狄
視
せ
る
支
那
人
特
有
の
倨
傲
極
ま
る
伝
統
観
念
」
の
ほ
か
、「
支
那
の
官
民
が
近
時
の
跛
行
的
発
達
に
慢
心

し
て
自
己
陶
酔
に
か
ゝ
つ
た
結
果
」
と
「
日
本
に
対
す
る
認
識
の
錯
誤
」
に
求
め
て
い
る
（
一－

二
頁
）。

１０

嶋
谷
生
「
独
逸
は
復
び
た
ゝ
き
つ
け
ら
れ
ん
」〔
８３７
〕

著
者
は
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
か
ら
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
関
係
の
論
稿
を
執
筆
し
た
経
験
を

も
つ
、
嶋
谷
亮
輔
と
推
定
さ
れ
る
。
滞
在
先
か
ら
送
っ
て
き
た
書
翰
を
、
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
も
の
ら
し
い
。
一
九
三
九
（
昭
和

一
四
）
年
一
〇
月
の
時
点
で
「
独
逸
が
二
度
目
に
た
ゝ
き
つ
け
ら
れ
る
事
、
第
二
の
国
際
聯
盟
が
出
来
上
る
事
、
無
論
今
回
は
米

国
が
参
加
す
る
事
の
予
想
を
致
居
候
」
と
、
将
来
を
正
し
く
見
通
し
て
い
る
。
ま
た
「
日
本
主
義
や
日
本
精
神
の
み
で
支
那
問
題

を
片
付
け
得
る
と
思
ふ
も
の
あ
ら
ば
、迂
愚
之
れ
に
過
ぐ
る
も
の
無
か
る
べ
く
、此
の
運
動
も
自
然
消
滅
の
時
季
到
来
す
る
こ
と
ゝ
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信
じ
候
」
と
い
っ
た
文
言
に
も
注
意
を
引
か
れ
る
。

１１

時
論
「
終
に
宣
戦
の
大
詔
降
る
」〔
８８９
〕

日
米
開
戦
の
直
後
に
出
さ
れ
た
無
署
名
の
時
論
で
、
副
題
は
「
事
態
の
悪
変
は
米
国
の
責
任
」
と
な
っ
て
い
る
。「
米
国
の
軽

率
と
無
謀
を
憐
れ
ま
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
っ
た
文
言
（
四
頁
）
の
ほ
か
、「
申
す
も
畏
き
事
乍
ら
我
が

陛
下
に
於
か
せ
ら
れ

て
は
、
日
夜
国
事
を
御
総
攬
遊
ば
さ
れ
給
ふ
」
と
い
っ
た
表
現
（
一
頁
）
に
、
時
代
の
空
気
が
感
じ
ら
れ
る
（
５９
）
。

１２

小
室
誠
「
米
英
世
界
征
服
の
幻
想
」〔
９５６
〕

こ
の
時
論
は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
四
月
号
、
す
な
わ
ち
最
終
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
国
際
連
合
憲
章
の
草
案
審
議
の
た

め
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
予
定
の
聯
合
国
会
議
を
「
児
戯
滑
稽
に
類
す
る
」
と
嘲
笑
し
、「
大
東
亜
戦
争
は
、
未
だ
に
米

英
に
と
つ
て
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
判
然
し
な
い
」
と
強
弁
す
る
（
一
頁
）
一
方
、
日
本
と
い
ま
だ
中
立
関
係
に
あ
っ
た

ソ
連
を
「
世
界
の
一
王
者
と
し
て
の
貫
禄
の
持
ち
主
」
と
称
讃
し
、「
世
界
中
ロ
シ
ア
民
族
ほ
ど
信
頼
を
置
け
る
民
族
は
ま
た
と

あ
り
得
な
い
」
と
持
ち
上
げ
て
い
る
（
五
頁
）。

�

読
者
と
社
会
の
反
応

米
田
実
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
ご
ろ
の
『
外
交
時
報
』
の
、
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
「
読
者
激
増
し
、
大
雑
誌
と

な
つ
て
来
た
」
点
を
挙
げ
て
い
る
（
６０
）
。
す
で
に
見
た
通
り
、
一
九
三
〇
年
代
末
ま
で
の
同
誌
と
同
社
は
、
ペ
ー
ジ
数
も
増
加
し
、
丸

ノ
内
に
本
社
機
能
を
移
す
な
ど
、
順
調
な
経
営
を
続
け
て
い
た
。
米
田
の
指
摘
す
る
通
り
、
購
読
者
の
数
も
一
段
と
増
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

懸
賞
企
画
の
応
募
状
況
を
み
る
と
、
日
本
外
交
協
会
の
主
催
で
行
っ
た
第
一
回
の
応
募
数
（
五
六
編
）
は
、
半
沢
時
代
の
前
期

と
比
較
し
て
、
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
（
６１
）
。
確
か
に
第
二
回
、
第
三
回
の
応
募
数
は
、
と
も
に
三
四
編
と
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

一
回
目
の
募
集
か
ら
期
間
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、非
常
に
手
間
の
か
か
る
課
題
に
対
し
、
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そ
れ
ぞ
れ
数
十
編
の
応
募
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
同
誌
の
読
者
層
が
、
そ
れ
だ
け
厚
い
も
の
だ
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

一
般
読
者
を
対
象
と
す
る
質
問
の
募
集
（
外
交
考
査
・
外
交
問
答
）
に
関
し
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
よ
り
三
〇
年
代
の
方
が
、

反
響
が
よ
り
大
き
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
半
沢
時
代
の
前
期
の
募
集
で
は
、
回
答
の
掲
載
は
一
二
回
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
一
九

三
四
（
昭
和
九
）
年
か
ら
行
わ
れ
た
第
二
回
の
募
集
に
は
、
百
を
超
え
る
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
回
答
の
掲
載
も
三
年
間
、
四
六
回

に
及
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
や
、
編
輯
部
が
こ
の
企
画
に
、
ど
れ
ほ
ど
力
を
入
れ
た
か
と
い
っ

た
点
も
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
読
者
が
『
外
交
時
報
』
に
寄
せ
る
期
待
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
さ
ら
に
大
き
く
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
り
直
接
的
に
、
誌
面
に
登
場
す
る
投
書
な
ど
を
調
べ
て
み
る
と
、
柳
条
湖
事
件
か
ら
一
年
が
過
ぎ
た
こ
ろ
、
嶋
谷
亮
輔
か
ら

の
寄
書
「
時
報
の
責
任
重
大
」〔
６６７
〕
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
嶋
谷
は
、『
外
交
時
報
』
は
陸
軍
の
提
灯
持
ち
に
な
る
べ
き

で
な
い
と
し
、
ま
た
同
誌
が
、
満
洲
に
お
け
る
真
相
や
諸
外
国
の
動
向
を
、
日
本
人
に
向
け
て
正
確
に
報
道
す
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
。

ま
た
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
六
月
一
日
号
が
掲
げ
た
時
論
「
我
が
駐
支
使
臣
の
昇
格
」〔
７３２
〕
に
は
、
中
国
の
『
北
平

晨
報
』
が
、
社
説
で
直
接
反
駁
し
た
よ
う
で
あ
る
（
６２
）
。
さ
ら
に
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
の
時
論
「
英
国
大
使
に
呈
す
」〔
８１２
〕

に
は
、
タ
イ
ム
ス
特
派
員
の
Ｈ
・
Ｖ
・
レ
ッ
ド
マ
ン
が
長
文
の
論
評
を
寄
せ
、
論
叢
欄
に
「
外
交
時
報
に
答
ふ
」〔
８１４
〕
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
時
代
を
遡
る
が
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
時
論
「
支
那
の
政
府
及
国
民
に
与
ふ
」〔
６６１
〕
に
は
、

北
京
政
府
で
閣
僚
を
務
め
た
経
験
を
持
つ
湯
爾
和
が
、
駁
論
「
日
本
政
府
及
其
国
民
に
与
ふ
」
を
書
い
て
い
る
（
６３
）
。

こ
れ
ら
の
情
報
を
総
合
す
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
の
『
外
交
時
報
』
が
、
二
〇
年
代
と
同
じ
く
多
数
の
読
者
を
抱
え
て
い
た
こ

と
、
ま
た
そ
の
論
調
が
、
国
内
外
か
ら
常
に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
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一
方
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
以
降
の
『
外
交
時
報
』
に
対
す
る
、
読
者
や
社
会
の
評
価
は
詳
か
で
な
い
。
紙
幅
の
制
限

か
ら
か
、
読
者
か
ら
の
感
想
の
投
書
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
発
行
部
数
が
、
ど
の
よ
う
に
変
動
し
た
か
も
明
か
で
な

い
。

�

そ
の
他

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
七
月
二
四
日
、
外
交
時
報
社
が
主
催
す
る
「
外
政
懇
話
会
」
は
、
帰
国
中
の
斎
藤
博
駐
米
大
使
を
招

い
て
講
演
会
を
開
い
た
（
６４
）
。
そ
の
筆
記
が
「
斎
藤
大
使
の
日
米
談
」〔
７１３
〕
と
し
て
誌
面
を
飾
っ
て
い
る
が
、
事
前
に
大
使
と
の
間

に
、
内
容
は
非
公
開
に
す
る
と
の
了
解
が
あ
っ
た
た
め
、
た
だ
ち
に
取
消
さ
れ
て
い
る
（
６５
）
。

ま
た
『
外
交
時
報
』
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
一
一
月
一
五
日
号
は
、
神
川
彦
松
の
論
文
「
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
廃
棄
と
其
の

影
響
」〔
７１９
〕
を
掲
載
し
た
。
す
る
と
国
粋
大
衆
党
（
総
裁
・
笹
川
良
一
）
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
国
論
を
軟
弱
に
導
く
も
の

と
批
判
し
、
神
川
の
教
授
辞
職
を
求
め
た
ほ
か
、
一
一
月
二
三
日
に
は
、
同
党
の
下
部
組
織
で
あ
る
国
粋
挺
進
隊
の
構
成
員
が
、

鎌
倉
に
あ
っ
た
神
川
の
留
守
宅
を
襲
撃
し
、
逮
捕
さ
れ
て
い
る
（
６６
）
。

さ
ら
に
、
外
務
省
文
化
事
業
部
に
勤
務
す
る
米
内
山
庸
夫
は
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
に
「
事
変
処
理
の
基
調
」〔
８４４
〕

と
題
す
る
論
文
を
寄
稿
し
た
。
す
る
と
間
も
な
く
、
こ
の
論
文
が
衆
議
院
の
予
算
委
員
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
内
容
が
政
府
の
方

針
と
矛
盾
す
る
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
。
掲
載
し
た
『
外
交
時
報
』
自
体
が
問
題
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
米
内
山
は

翌
月
、
個
人
的
見
解
を
無
断
で
公
表
し
た
と
し
て
、
免
官
処
分
と
な
っ
て
い
る
（
６７
）
。

四

休
刊
の
経
緯

『
外
交
時
報
』
は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
四
月
の
第
一
一
一
巻
九
五
六
号
を
最
後
に
休
刊
と
な
っ
た
。
最
終
号
に
も
休

刊
の
社
告
は
み
ら
れ
ず
、
確
か
な
理
由
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
周
囲
の
状
況
か
ら
、
幾
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
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下
そ
れ
ら
を
検
討
し
た
い
。

第
一
の
可
能
性
は
「
競
合
誌
に
よ
る
吸
収
合
併
」
で
あ
る
。
政
府
は
言
論
統
制
の
一
環
と
し
て
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年

ご
ろ
か
ら
、
類
似
す
る
雑
誌
の
統
合
を
強
力
に
推
進
し
て
い
た
（
６８
）
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
一
二
一
誌
あ
っ
た
経
済
雑
誌
は
三
三
誌

に
、
教
育
雑
誌
一
五
四
誌
は
二
九
誌
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
発
行
元
で
あ
る
出
版
社
の
整
理
も
進
め
ら
れ
、
政
府
の
指
導
に

従
わ
な
い
会
社
は
解
散
を
命
じ
ら
れ
た
。
当
時
、
外
交
問
題
を
専
門
と
す
る
国
内
誌
と
し
て
は
『
外
交
時
報
』
の
ほ
か
に
、
日
本

外
政
協
会
の
『
外
交
評
論
』
が
あ
っ
た
た
め
（
６９
）
、
政
府
が
『
外
交
時
報
』
に
対
し
、『
外
交
評
論
』
と
合
流
す
る
よ
う
命
じ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
政
府
主
導
に
よ
る
雑
誌
、
出
版
社
の
統
合
と
整
理
は
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
ま
で
に
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
た
た

め
、『
外
交
時
報
』
の
休
刊
と
は
時
期
的
に
一
致
し
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
休
刊
で
あ
れ
ば
、
最
終
号
に
何
の
告

知
も
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
競
合
誌
に
よ
る
吸
収
合
併
の
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
経
営
の
行
詰
り
で
あ
る
。
半
月
刊
か
ら
月
刊
と
な
り
、
丸
ノ
内
か
ら
も
撤
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
外
交
時
報
社
が
、
経
営
破
綻
に
瀕
し
て
い
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
。
つ
ま
り
同
社
は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
春
の
時

点
で
資
金
繰
り
に
ゆ
き
づ
ま
り
、
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
に
よ
る
休
刊
で
あ
っ
て
も
、
誌
面
に
何
ら
か
の
告
知
が
出
る
の
が
通
例
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
『
外

交
時
報
』
は
予
約
購
読
制
、
つ
ま
り
前
金
に
よ
る
購
読
が
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
、
予
兆
も
な
し
に
突
然
倒
産
す
る
と
い
う
の
も
不

自
然
で
あ
る
。

三
番
目
の
可
能
性
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
五
月
号
が
、
当
局
の
忌
諱
に
触
れ
て
発
売
禁
止
と
な
り
、
用
紙
の
割
当
も
打
切
ら
れ
、

そ
の
ま
ま
休
刊
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
を
補
強
す
る
の
が
、『
外
交
時
報
』
戦
後
復
刊
号
の
巻
頭
に
掲

げ
ら
れ
た
武
内
文
彬
の
「
復
刊
の
辞
」
で
、「
当
局
の
不
法
弾
圧
に
よ
り
休
刊
の
已
む
な
き
に
至
つ
た
」
と
の
記
述
が
見
え
る
（
７０
）
。
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た
だ
武
内
の
証
言
は
、
休
刊
の
時
期
を
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
八
月
と
誤
る
な
ど
、
信
頼
に
欠
け
る
点
も
少
く
な
い
。

最
後
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
空
襲
に
よ
る
関
連
施
設
の
罹
災
で
あ
る
。
四
月
号
の
刊
行
の
遅
れ
か
ら
推
し
て
、
次
の
五
月
号
に

関
し
て
も
、
編
輯
作
業
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
一
方
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
五
月
下
旬
に
、
東
京
・
山

の
手
地
区
は
大
規
模
な
空
襲
を
受
け
て
お
り
、
外
交
時
報
社
の
あ
っ
た
赤
坂
区
も
、
そ
の
大
半
を
焼
失
し
て
い
る
（
７１
）
。
こ
と
に
よ
る

と
同
社
は
、
こ
の
空
襲
で
、
社
屋
と
施
設
の
一
切
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
予
告
な
し
に
発
行
を
停
止
し
た
の
も
説
明
が
つ
く
し
、
ま
た
右
に
紹
介
し
た
「
戦
後
復
刊
号
」
が
、
第
九
五

七
号
で
は
な
く
、
第
九
五
〇
号
と
誤
っ
て
い
る
理
由
も
推
測
が
つ
く
。
外
交
時
報
社
は
、
こ
の
と
き
の
空
襲
で
、
経
営
と
編
輯
に

必
要
な
資
料
を
す
べ
て
焼
い
て
し
ま
い
、
ま
た
残
さ
れ
た
社
員
も
、
戦
後
の
混
乱
で
離
散
し
た
の
で
は
な
い
か
（
７２
）
。
そ
の
た
め
武
内

が
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に
外
交
時
報
社
の
再
興
を
図
っ
た
と
き
、『
外
交
時
報
』
が
い
つ
休
刊
し
た
の
か
す
ら
、
判
ら

な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
休
刊
の
理
由
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
最
後
の
「
空
襲
に
よ
る
施
設

と
資
料
の
破
壊
」
こ
そ
が
、『
外
交
時
報
』
を
休
刊
に
追
い
込
ん
だ
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

五

小
括

こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
は
、
年
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
明
暗
が
は
っ
き
り
と
分
れ
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
同
誌
は
、
半
沢
玉
城
の
指
導
の
も
と
、
一
層
の
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
彼
が
経
営
権
を
取
得
し
た
一
九
二

一
（
大
正
一
〇
）
年
当
時
、『
外
交
時
報
』
は
平
均
一
三
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
厚
さ
だ
っ
た
が
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
は
二

一
七
ペ
ー
ジ
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
は
二
五
四
ペ
ー
ジ
に
ま
で
増
え
て
い
る
（
７３
）
。
ま
た
都
心
の
一
等
地
に
本
社
を
構
え
、

日
本
外
交
協
会
の
設
立
や
運
営
を
支
援
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
は
会
社
自
体
も
、
そ
の
地
位
を
順
調
に
高
め
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
一
九
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
用
紙
の
不
足
や
、
政
府
の
言
論
統
制
に
よ
っ
て
、『
外
交
時
報
』
は
急
速
に
そ
の
勢
い

を
失
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
半
沢
は
、
た
と
え
自
身
の
見
解
を
正
面
か
ら
批
判
す
る
論
稿
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
掲
載

を
認
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
言
論
の
画
一
化
を
め
ざ
す
政
府
の
担
当
者
は
、
そ
の
よ
う
な
寛
容
さ
を
持
ち
合
さ
ず
、
言
論
界
全

体
を
厳
し
く
統
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
同
誌
は
、
年
ご
と
に
、
当
局
の
意
向
通
り
の
見
解
を
、
た
だ
繰
返
す
だ
け
の
雑

誌
へ
と
変
質
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
理
由
は
明
か
で
な
い
が
、
敗
戦
を
目
前
に
し
て
、
休
刊
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
『
外
交
時
報
』
の
変
質
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

休
刊
に
つ
い
て
は
論
じ
る
ま
で
も
な
く
、
用
紙
不
足
に
よ
る
誌
面
の
縮
小
に
関
し
て
も
、
当
時
の
外
交
時
報
社
と
し
て
は
、
望

ま
な
い
事
態
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
言
論
統
制
に
伴
う
内
容
の
変
質
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
換
言
す
れ
ば
、
半
沢

や
小
室
は
、
政
府
に
よ
る
言
論
統
制
と
い
う
行
為
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。

詳
し
い
分
析
は
後
考
に
委
ね
た
い
が
、
そ
も
そ
も
当
時
、
統
制
を
加
え
る
政
府
の
側
が
「
望
ま
し
い
」
と
考
え
た
言
論
の
内
容

と
、半
沢
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら
声
高
に
繰
返
し
て
き
た
主
張
と
は
、そ
れ
ほ
ど
大
き
く
懸
け
離
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

そ
う
な
る
と
、
半
沢
た
ち
の
主
張
を
「
是
」
と
し
、
こ
れ
と
対
立
す
る
議
論
を
「
非
」
と
す
る
方
向
で
の
、
政
府
の
言
論
統
制
を
、

半
沢
や
小
室
が
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
か
は
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。

よ
り
蹈
み
込
ん
で
言
え
ば
、
政
府
に
よ
る
統
制
の
圧
力
に
、
当
時
の
経
営
陣
と
編
輯
部
は
抵
抗
の
姿
勢
を
見
せ
た
の
か
。
そ
れ

と
も
圧
力
に
便
乗
し
、
な
か
ば
自
発
的
に
変
質
し
て
い
っ
た
の
か
。
当
時
の
社
内
資
料
や
、
関
係
者
の
証
言
が
全
く
残
さ
れ
て
い

な
い
状
況
で
、
こ
の
問
題
に
正
解
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
を
分
析
す
る
さ
い
に
は
、
か

な
ら
ず
考
慮
す
べ
き
論
点
と
思
わ
れ
る
。
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お

わ

り

に

一

結
論

『
外
交
時
報
』
は
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
外
交
史
学
の
始
祖
た
る
有
賀
長
雄
に
よ
っ
て
創
刊
さ

れ
た
。
そ
し
て
一
九
二
一（
大
正
一
〇
）年
に
、
半
沢
玉
城
を
第
四
代
社
長
に
迎
え
て
か
ら
、
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

当
時
の
同
誌
は
、
日
本
の
「
外
交
論
壇
」
の
中
心
的
な
存
在
と
し
て
、
競
合
す
る
類
似
誌
を
圧
倒
し
て
お
り
、
ま
た
掲
載
さ
れ
る

論
稿
は
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
国
外
か
ら
も
、
つ
ね
に
注
目
を
集
め
て
い
た
。

そ
し
て
こ
の
、
全
盛
期
の
『
外
交
時
報
』
は
、
他
誌
に
類
例
の
な
い
特
徴
を
二
つ
持
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
学
術
誌
・
報
道

誌
・
評
論
誌
の
三
つ
の
要
素
を
、
高
い
水
準
で
統
合
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

政
、
財
、
官
、
学
、
軍
お
よ
び
評
論
の
各
界
を
代
表
す
る
者
た
ち
か
ら
、
続
々
と
原
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
近
代
以
降
の
日
本
で
創
刊
さ
れ
た
、
同
誌
以
外
の
外
交
専
門
誌
に
は
、
お
よ
そ
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
学
術
、
報
道
、
評
論
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
領
域
で
高
い
評
価
を
得
た
雑
誌
と
な
れ
ば
、
た
だ
ち
に
複
数
の
名
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
総
て
を
一
つ
の
雑
誌
で
兼
備
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
『
中
央
公
論
』
の

よ
う
な
総
合
雑
誌
で
は
な
く
、
国
際
問
題
の
専
門
誌
と
し
て
、
政
治
家
や
外
交
官
、
財
界
人
、
あ
る
い
は
一
流
の
研
究
者
の
論
文

が
、
毎
号
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
戦
前
期
の
『
外
交
時
報
』
は
、
わ
が
国
の
外
交
論
壇
に

お
い
て
「
空
前
に
し
て
絶
後
」
の
雑
誌
だ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

し
か
し
半
沢
玉
城
は
、
そ
の
よ
う
な
空
前
絶
後
の
雑
誌
を
、
独
力
で
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
有
賀
を
は
じ

め
と
す
る
歴
代
の
社
長
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
『
外
交
時
報
』
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
付
け
加
え
て
い
っ
た
の
が
、
半
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沢
の
時
代
に
な
っ
て
、
一
挙
に
開
花
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
創
刊
者
の
有
賀
は
、
自
ら
も
秀
れ
た
学
者
で
あ
っ
た
が
、
立
作
太
郎
な
ど
の
優
秀
な
研
究
仲
間
を
寄
稿
陣
に
引
き
入
れ
、

草
創
期
の
『
外
交
時
報
』
を
、
一
流
の
「
学
術
雑
誌
」
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
煙
山
専
太
郎
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

『
外
交
時
報
』
の
基
礎
は
、
こ
の
時
期
に
固
め
ら
れ
た
と
い
え
る
（
１
）
。

つ
ぎ
に
報
道
界
出
身
の
大
庭
景
秋
は
、稲
原
勝
治
や
重
徳
来
助
の
よ
う
な
、の
ち
に
新
聞
人
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
人
々

を
、
常
連
執
筆
者
と
し
て
重
用
し
た
。
ま
た
、
当
時
は
成
功
し
た
と
は
言
い
難
い
が
、
各
国
に
海
外
通
信
員
を
配
置
す
る
な
ど
、

「
報
道
誌
」
と
し
て
の
要
素
を
強
化
す
る
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

第
三
代
社
長
の
上
原
好
雄
は
、
言
論
人
と
し
て
自
ら
の
見
識
を
世
に
問
う
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
方
で
、
外
交
官

や
政
治
家
な
ど
の
実
務
家
た
ち
が
、
同
誌
に
寄
稿
す
る
道
筋
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
『
外
交
時
報
』
は
、「
評
論
誌
」

と
し
て
も
、
そ
の
声
価
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
『
や
ま
と
新
聞
』
で
実
績
を
あ
げ
た
半
沢
玉
城
を
登
用
し
、
そ
の
能
力

を
十
全
に
発
揮
す
る
環
境
を
調
え
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
、『
外
交
時
報
』は
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
飛
躍
的
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
、『
外

交
時
報
』
は
、
有
賀
あ
る
い
は
半
沢
の
み
の
創
作
物
で
は
な
く
、
大
庭
や
上
原
を
含
め
た
、
四
人
の
社
長
の
「
共
同
作
品
」
で
あ
っ

た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
九
四
〇
年
代
に
入
る
と
、「
出
版
用
紙
の
不
足
」
と
「
言
論
統
制
の
強
化
」
と
い
う
、
二
つ
の
外
的
要
因
に
よ
り
、

『
外
交
時
報
』
は
急
速
に
没
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
四
月
、
第
一
一
一
巻
九
五
六
号
を
最
後

に
、
そ
の
刊
行
を
休
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二

今
後
の
課
題
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最
後
に
、
本
稿
に
お
い
て
解
明
で
き
な
か
っ
た
問
題
な
ど
を
、
今
後
の
課
題
と
し
て
列
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
ら
は
大

ま
か
に
、
発
行
元
の
外
交
時
報
社
に
か
か
わ
る
問
題
と
、『
外
交
時
報
』
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
と
に
分
け
ら
れ
る
。

�

外
交
時
報
社
に
関
し
て

外
交
時
報
社
に
か
か
わ
る
問
題
と
は
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
論
稿
で
は
解
け
な
か
っ
た
、
同
社
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
疑
問
点
の
追

究
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
社
員
の
数
や
経
営
の
実
態
、
あ
る
い
は
時
代
ご
と
の
発
行
部
数
の
変
化
な
ど
が
、
そ
れ
に
当
る
。
同
社

に
在
籍
し
た
人
物
も
、
社
長
以
外
は
今
の
と
こ
ろ
宇
治
田
直
義
な
ど
数
名
し
か
判
ら
ず
、
彼
ら
に
関
し
て
も
、
入
退
社
の
時
期
の

よ
う
な
基
礎
的
情
報
す
ら
、
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
、
新
た
な
史
料
の
発
掘
な
ど
を
通
じ
て
、
明
か

に
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ま
た
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
外
交
時
報
社
と
、
各
種
の
政
治
勢
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
史
料
に
基
き
再
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。『
外
交
時
報
』
は
、
建
前
と
し
て
は
終
始
一
貫
、
不
偏
不
党
や
中
立
を
掲
げ
て
い
た
（
２
）
。
し
か
し
、
有
賀
長
雄
や
半
沢

玉
城
は
、
伊
藤
博
文
や
山
県
有
朋
と
も
直
接
面
談
で
き
る
関
係
に
あ
り
、
政
財
界
の
有
力
者
に
も
強
力
な
人
脈
を
築
い
て
い
た
（
３
）
。

ま
た
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
ご
ろ
、
海
軍
と
外
務
省
は
、
同
誌
を
毎
号
、
大
量
に
買
上
げ
て
お
り
、
そ
れ
が
同
社
の
経
営
に

余
裕
を
与
え
て
い
た
（
４
）
。
そ
の
よ
う
な
雑
誌
が
、
そ
の
論
調
に
お
い
て
も
、
本
当
に
独
立
不
羈
の
立
場
を
貫
き
得
た
の
か
。
あ
ら
た

め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

�
『
外
交
時
報
』
に
関
し
て

最
初
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
重
要
文
献
の
発
見
と
再
評
価
で
あ
る
。
当
時
の
『
外
交
時
報
』
に
は
、

三
万
四
千
に
及
ぶ
論
文
や
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
注
目
す
べ
き
内
容
を
持
っ
た
も
の
も
、
数
多
く
含
ま

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
検
索
の
手
段
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
総
て
が
、
そ
の
価
値
に
相
応
し
い
評
価
を

受
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
『
外
交
時
報
総
目
次
・
執
筆
者
索
引
』
の
完
成
に
よ
り
、
重
要
文
献
の
探
索
は
容
易
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
機

に
、
こ
れ
ま
で
埋
も
れ
て
き
た
記
事
や
論
文
の
、
発
見
と
再
評
価
が
期
待
さ
れ
る
。

第
二
の
課
題
は
、
当
時
の
日
本
が
直
面
し
た
各
種
の
問
題
に
つ
い
て
、
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
議
論
の
、
体
系
的
な
整
理
と
解
析

で
あ
る
。
本
稿
は
、『
外
交
時
報
』
そ
の
も
の
の
分
析
を
主
眼
と
し
た
た
め
、
そ
こ
ま
で
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
右
の
『
総
目
録
』
を
一
瞥
す
れ
ば
、
当
時
の
日
本
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
、
多
彩
な
視
角
か
ら
分
析
や
評
価
を
加

え
て
い
た
こ
と
が
、
直
ち
に
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
体
系
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
通
説
を
覆
す
新
た
な
見
解
が
生
み
だ
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
（
５
）
。

そ
し
て
第
三
の
課
題
は
、
有
賀
長
雄
や
半
沢
玉
城
、
稲
原
勝
治
な
ど
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
か
っ
た
人
物
に
関
す

る
研
究
の
進
展
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
数
百
に
達
す
る
論
稿
を
『
外
交
時
報
』
に
寄
せ
な
が
ら
、
本
格
的
な
研
究
の
対
象
と
な
る
こ

と
が
寡
か
っ
た
。
し
か
し
寄
稿
数
だ
け
考
え
て
も
、
彼
ら
が
展
開
し
た
議
論
に
、
現
代
の
視
点
か
ら
光
を
あ
て
る
こ
と
の
意
義
は
、

決
し
て
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。す
で
に
筆
者
は
、常
連
執
筆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
米
田
実
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
が
（
６
）
、

そ
の
他
の
人
々
に
つ
い
て
も
、
今
後
新
た
な
研
究
が
現
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

註第
五
章

（
１
）
第
七
四
巻
七
二
七
号
巻
末
社
告
。
仲
五
号
館
の
地
番
は
麹
町
区
丸
ノ
内
三
丁
目
一
〇
番
地
で
、
現
在
の
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
二
番
地
に
あ

た
る
。
東
京
府
庁
や
三
菱
本
社
な
ど
に
近
く
、
西
隣
の
東
京
会
館
に
は
、
後
に
大
政
翼
賛
会
の
本
部
が
入
り
、
ま
た
斜
向
い
の
帝
国
劇
場
に
は
、

内
閣
情
報
局
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
２
）
こ
の
と
き
の
本
社
の
移
動
に
つ
い
て
、
社
告
な
ど
は
ま
っ
た
く
出
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
第
八
二
巻
七
八
〇
号
か
ら
、
奥
付
欄
の
本
社
の
住
所

が
変
更
さ
れ
た
た
め
、
そ
こ
か
ら
本
社
機
能
の
移
動
が
推
定
で
き
る
。
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（
３
）
第
四
章
二
�
に
て
述
べ
た
通
り
、
一
九
二
八
年
の
第
四
七
巻
五
五
四
号
は
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
り
、
局
地
的
な
発
禁
処
分
を
受
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
筆
者
の
調
べ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
『
外
交
時
報
』
が
発
禁
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
二
度
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
４
）
第
六
九
巻
七
〇
二
号
巻
末
社
告
お
よ
び
第
七
〇
巻
七
〇
六
号
、
二
〇
七
頁
。
ま
た
当
局
の
検
閲
に
対
す
る
社
内
の
一
般
的
反
応
に
つ
い
て
は
編

輯
小
僧
「
他
山
の
石
」〔
７６５
〕
も
参
照
。

（
５
）
半
沢
玉
城
「
臨
時
議
会
開
会
・
戦
争
と
内
政
」〔
９２５
〕。
ほ
か
に
幣
原
喜
重
郎
「
外
人
に
も
此
の
人
あ
り
」〔
９４８
〕
も
、
一
部
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
「「
日
本
外
交
協
会
」
組
織
成
る
」〔
７２６
〕。

（
７
）
「「
日
本
外
交
協
会
」
設
立
」〔
７２５
〕
お
よ
び
「
日
本
外
交
協
会
規
約
（
仮
）」〔
８０７
〕。

（
８
）
「
日
本
外
交
協
会
設
立
旨
趣
」〔
８０７
〕、「
日
本
外
交
協
会
規
約
（
仮
）」〔
８０７
〕、「
日
本
外
交
協
会
役
員
」〔
８０７
〕。

（
９
）
「
日
本
外
交
協
会
・
中
央
満
蒙
協
会
・
北
支
那
協
会
役
員
一
覧
」〔
８１０
〕。
ま
た
日
本
外
交
協
会
の
連
絡
先
が
、
外
交
時
報
社
の
事
務
分
室
と
同
じ

建
物
（
仲
五
号
館
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
の
推
定
（
第
七
三
巻
七
二
六
号
巻
頭
告
知
）。
な
お
、
宇
治
田
と
共
に
幹
事
を
つ
と
め
た
田
村
幸
策

は
、「
外
交
協
会
と
外
交
時
報
と
は
表
面
上
は
別
個
の
存
在
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
両
者
は
一
身
同
体
で
あ
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
（
田
村

幸
策
「
外
交
時
報
と
私
（
一
）」〔
１１５２
〕
三
一
頁
）。

（
１０
）
第
八
七
巻
八
〇
七
号
公
告
。

（
１１
）
第
六
九
巻
六
九
八
号
巻
頭
社
告
。

（
１２
）
第
七
三
巻
七
二
六
号
巻
頭
告
知
。

（
１３
）
「
懸
賞
論
文
審
査
決
定
」〔
７３５
〕
お
よ
び
手
塚
素
堂
「
新
日
本
の
外
交
原
則
」〔
７３６
〕。

（
１４
）
第
七
五
巻
七
三
五
号
巻
頭
告
知
。
複
数
編
が
入
選
し
た
と
き
は
、
賞
金
も
分
割
す
る
と
さ
れ
た
。

（
１５
）
「
懸
賞
論
策
予
選
入
選
者
」〔
７４１
〕
お
よ
び
「
懸
賞
論
文
当
選
者
」〔
７４２
〕。
入
選
作
は
第
七
六
巻
七
四
四
号
か
ら
第
七
七
巻
七
四
六
号
に
か
け
て

掲
載
さ
れ
た
。

（
１６
）
第
七
七
巻
七
四
六
号
巻
頭
の
告
知
。

（
１７
）
第
七
九
巻
七
五
八
号
巻
頭
の
告
知
。

（
１８
）
第
六
六
巻
六
八
五
号
。
同
号
は
三
〇
八
頁
と
、
当
時
の
倍
大
号
（
約
四
〇
〇
頁
）
ほ
ど
分
量
は
な
く
、
ま
た
定
価
は
普
通
号
と
同
じ
五
〇
銭
に

設
定
さ
れ
た
（
第
六
六
巻
六
八
四
号
巻
頭
社
告
）。

（
１９
）
た
と
え
ば
第
八
七
巻
八
〇
七
号
、
同
巻
八
一
一
号
、
第
八
九
巻
八
二
三
号
の
巻
頭
社
告
。

（
２０
）
第
九
五
巻
八
五
六
号
巻
頭
社
告
。

３６４
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（
２１
）
第
一
〇
〇
巻
八
八
四
号
、
二
七
七
頁
。

（
２２
）
目
次
ペ
ー
ジ
の
廃
止
は
第
一
〇
五
巻
九
一
八
号
よ
り
。
文
字
組
の
変
更
に
つ
い
て
は
第
一
〇
八
巻
九
三
四
号
、
七
五
頁
を
参
照
。

（
２３
）
第
一
〇
五
巻
九
一
五
号
巻
頭
社
告
。

（
２４
）
第
一
〇
八
巻
九
三
二
号
、
五
四
頁
。

（
２５
）
小
室
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
昭
和
新
聞
名
家
録
』
新
聞
研
究
所
、
一
九
三
〇
年
（『
新
聞
人
名
辞
典
』
第
一
巻
と
し
て
、
一
九
八
八
年
に
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
よ
り
覆
刻
）
三
五
四
頁
。『
日
本
新
聞
年
鑑
』
昭
和
六
年
版
、
新
聞
研
究
所
、
一
九
三
〇
年
（
前
掲
『
新
聞
人
名
辞
典
』
第
二
巻
と
し

て
覆
刻
）
名
鑑
四
四
頁
。

（
２６
）
外
交
時
報
社
に
転
じ
た
時
期
は
「
太
平
洋
の
情
勢
」〔
８８２
〕
お
よ
び
「
海
軍
の
戦
果
説
明
」〔
８９２
〕
よ
り
推
定
。
社
長
就
任
は
第
一
〇
八
巻
九
三

七
号
巻
末
社
告
。

（
２７
）
『
蘭
領
東
印
度
ノ
鉱
産
』
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
、
一
九
二
〇
年
。『
蘭
領
東
印
度
ノ
土
地
法
』
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
、
一
九
二
〇
年
。『
比
律

賓
地
方
行
政
法
典
』
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
、
一
九
二
〇
年
。
小
室
誠
『
現
代
の
外
交
と
国
際
関
係
』
社
会
書
房
、
一
九
三
一
年
。

（
２８
）
第
一
〇
九
巻
九
三
九
号
奥
付
。『
最
新
出
版
社
・
執
筆
者
一
覧
』
昭
和
二
一
年
度
版
、
日
本
出
版
協
会
、
一
九
四
六
年
（
大
久
保
久
雄
・
福
島
鑄

郎
監
修
『
戦
後
初
期
の
出
版
社
と
文
化
人
一
覧
』
第
二
巻
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
に
金
沢
文
圃
閣
よ
り
覆
刻
）
二
〇
頁
。

（
２９
）
一
九
四
四
年
四
月
一
日
号
（
第
一
一
〇
巻
九
四
四
号
）
よ
り
（
同
号
、
四
六
頁
の
社
告
を
参
照
）。

（
３０
）
た
だ
し
年
度
の
途
中
で
変
更
さ
れ
た
た
め
、
第
一
一
〇
巻
は
九
号
で
完
結
し
て
い
る
。
ま
た
後
述
す
る
通
り
、
翌
年
の
第
一
一
一
巻
は
四
号
で

終
っ
て
お
り
、
実
際
に
一
二
号
で
一
巻
が
編
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
３１
）
第
一
一
〇
巻
九
四
六
号
、
二
六
頁
。
当
時
の
地
番
は
赤
坂
区
田
町
五
丁
目
一
三
番
地
で
、
現
在
の
外
堀
通
り
、
山
王
下
交
叉
点
の
近
隣
に
該
当

す
る
。

（
３２
）
「
外
交
研
究
会
」〔
９５３
〕
お
よ
び
「
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
急
死
」〔
９５６
〕。
刊
行
の
遅
延
は
、
同
誌
が
月
刊
化
し
た
こ
ろ
に
は
既
に
始
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
（「
日
独
伊
混
合
委
員
会
」〔
９４４
〕
か
ら
の
推
定
）。

（
３３
）
一
九
四
〇
年
五
月
、
閣
議
は
「
新
聞
雑
誌
用
紙
統
制
委
員
会
」
の
設
置
を
承
認
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
商
工
省
と
企
画
院
が
担
っ
て
き
た
用
紙

の
統
制
に
関
す
る
業
務
は
、
同
委
員
会
の
事
務
を
司
る
内
閣
情
報
部
が
、
一
元
的
に
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る
（
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所

『
太
平
洋
戦
争
下
の
労
働
運
動
』
労
働
旬
報
社
、
一
九
六
五
年
〔『
日
本
労
働
年
鑑
』
別
巻
（
戦
時
特
集
版
）
と
し
て
、
一
九
七
一
年
に
覆
刻
〕
一

八
三
頁
）。

（
３４
）
掲
載
が
な
い
の
は
第
六
二
巻
六
五
九
号
お
よ
び
同
巻
六
六
〇
号
、
第
六
六
巻
六
八
一－
六
八
三
号
、
そ
し
て
第
六
七
巻
六
八
八
号
の
み
。
二
編
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以
上
掲
載
し
た
号
は
な
い
。

（
３５
）
体
裁
は
一
九
三
九
年
一
月
一
日
号
（
第
八
九
巻
八
一
八
号
）
か
ら
変
更
さ
れ
た
。

（
３６
）
外
交
考
査
部
以
外
で
回
答
し
た
の
は
、
半
沢
玉
城
（
第
七
三
巻
七
二
六
号
の
一
問
目
）
と
笹
木
正
雄
（
第
七
七
巻
七
四
七
号
の
一
問
目
）
の
み

で
あ
る
。

（
３７
）
前
章
と
同
じ
く
、
算
定
に
あ
た
っ
て
「
外
交
考
査
部
」
や
「
本
社
調
査
局
」
な
ど
の
記
事
は
無
署
名
と
す
る
一
方
、「
在
北
京
一
読
者
」
な
ど
は
、

適
宜
に
判
断
し
て
署
名
記
事
に
含
め
た
。
ま
た
第
九
六
巻
以
降
の
無
署
名
の
「
時
論
」
の
う
ち
、
半
沢
の
執
筆
と
推
測
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
も
、

今
回
は
計
算
か
ら
除
外
（
無
署
名
と
判
断
）
し
た
。

（
３８
）
西
沢
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
昭
和
新
聞
名
家
録
』
六
五
頁
。

（
３９
）
「
独
逸
大
使
館
員
招
待
会
」〔
７７０
〕「
西
安
異
変
後
の
支
那
」〔
７７３
〕「
満
洲
と
北
支
」〔
７８９
〕
か
ら
の
推
定
。

（
４０
）
井
村
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
現
代
出
版
文
化
人
総
覧－

昭
和
十
八
年
版－

』
協
同
出
版
社
、
一
九
四
三
年
（『
出
版
文
化
人
名
辞
典
』
第
一
巻
と

し
て
、
一
九
八
八
年
に
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
よ
り
覆
刻
）
三
三
六
頁
。

（
４１
）
大
山
の
経
歴
に
つ
い
て
は
外
務
大
臣
官
房
人
事
課
『
外
務
省
年
鑑
』
大
正
十
三
年
版
、
外
務
大
臣
官
房
人
事
課
、
一
九
二
四
年
（
一
九
九
九
年

に
ク
レ
ス
出
版
よ
り
覆
刻
）
三
四
七
頁
。
一
記
者
「
大
山
博
士
を
哀
悼
す
」〔
８３２
〕。

（
４２
）
退
官
の
時
期
は
、
後
任
の
総
領
事
（
武
富
敏
彦
）
の
任
命
日
（
一
九
二
四
年
一
二
月
）
か
ら
の
推
定
。
博
士
号
の
授
与
に
つ
い
て
は
「
大
山
氏

法
博
に
」『
一
橋
新
聞
』
一
九
二
九
年
二
月
四
日
号
。

（
４３
）
田
村
の
経
歴
に
つ
い
て
は
前
掲
『
外
務
省
年
鑑
』
大
正
十
三
年
版
、
三
七
七
頁
。
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事
典
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
二
九
頁
（「
田
村
幸
策
」
の
項
）。
な
お
田
村
は
、
戦
後
、
中
央
大
学
と
国
士
舘
大
学
の
教
授
を
、
合
せ
て
三
六
年
務
め
て

い
る
。

（
４４
）
た
と
え
ば
「
外
交
時
報
社
座
談
会
」〔
８３６
〕。
同
号
の
「
橋
本
大
佐
講
演
」
に
も
、
宇
治
田
直
義
ら
と
共
に
「
日
本
外
交
協
会
幹
事
」
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
入
社
の
当
否
に
関
し
て
、
秦
、
前
掲
書
は
、
日
本
生
命
を
退
社
し
た
一
九
三
二
年
末
か
ら
、
外
務
省
嘱
託
と
な
る
一
九
四
四
年

ま
で
の
職
歴
を
空
白
に
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
、
外
交
時
報
社
に
籍
を
置
い
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
田
村
自
身
の
回
顧
で
は
、
こ
の
こ
ろ
、
同

社
の
調
査
主
任
を
務
め
た
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
社
員
と
し
て
の
正
式
な
地
位
を
意
味
す
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
（
田
村
、
前
掲
論
文
、
三

一
頁
）。

（
４５
）
直
海
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
日
本
新
聞
年
鑑
』
大
正
十
四
年
版
、
新
聞
研
究
所
、
一
九
二
五
年
（
前
掲
『
新
聞
人
名
辞
典
』
第
二
巻
に
所
収
）
名

鑑
三
八
頁
。『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
、
一
一
一
三
頁
。

３６２

二
〇
世
紀
前
半
の
日
本
の
外
交
論
壇
と
『
外
交
時
報
』
�

三
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（
４６
）
松
田
の
経
歴
に
つ
い
て
は
「
松
田
道
一
年
譜
」（
松
田
道
一
著
・
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
外
交
論
叢
』
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
に
所

収
）。「
理
事

松
田
道
一
博
士
の
訃
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
四
八
巻
六
号
、
一
九
四
九
年
。
一
又
正
雄
『
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
』

日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
三
年
、
一
四
九－

一
五
〇
頁
。
秦
、
前
掲
書
、
四
八
〇－

四
八
一
頁
（「
松
田
道
一
」
の
項
）。

（
４７
）
立
作
太
郎
「
敵
国
の
国
際
関
係
上
唱
ふ
る
主
義
及
原
則
の
検
討
（
下
）」〔
９２４
〕
お
よ
び
「
立
法
学
博
士
逝
く
」〔
９２４
〕。

（
４８
）
米
田
実
「
外
交
時
報
の
過
去
を
回
顧
し
て
」〔
７７６
〕
二
七
八－

二
七
九
頁
。

（
４９
）
田
岡
良
一
「
空
襲
の
国
際
法
的
研
究
」〔
７３３
〕－

〔
７４０
〕。
ま
た
同
「
空
軍
に
依
る
敵
国
海
上
通
商
の
破
壊
」〔
７６４
〕
も
、
学
位
論
文
（
田
岡
良
一

『
空
襲
と
国
際
法
』
巌
松
堂
、
一
九
三
七
年
）
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

（
５０
）
当
時
の
言
論
、
出
版
、
研
究
に
対
す
る
、
政
府
に
よ
る
統
制
の
全
体
像
に
関
し
て
は
、
前
掲
『
太
平
洋
戦
争
下
の
労
働
運
動
』
一
七
四－

一
九

九
頁
を
参
照
。

（
５１
）
警
保
局
図
発
甲
第
一
四
号
「
時
局
ニ
関
ス
ル
記
事
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
七
年
七
月
一
三
日
付
（
内
川
芳
美
編
・
解
説
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
統
制
（
二
）』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
、
二－

三
頁
に
所
収
）。

（
５２
）
た
だ
し
、
実
際
に
『
外
交
時
報
』
が
、
政
府
に
よ
る
報
道
規
制
や
言
論
統
制
の
影
響
を
、
ど
れ
ほ
ど
受
け
た
か
は
詳
か
で
な
い
。
こ
の
点
の
解

明
は
、
後
考
を
俟
つ
こ
と
に
し
た
い
。

（
５３
）
横
田
喜
三
郎
「
満
洲
事
変
と
国
際
聯
盟
」『
帝
国
大
学
新
聞
』
一
九
三
一
年
一
〇
月
五
日
号
。
横
田
へ
の
非
難
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
紫
山
道
人

「
満
洲
事
変
と
国
際
聯
盟
問
題
」『
日
本
及
日
本
人
』
第
二
三
六
号
、
一
九
三
一
年
な
ど
が
あ
る
。

（
５４
）
前
掲
『
太
平
洋
戦
争
下
の
労
働
運
動
』
一
七
八
頁
。
な
お
『
外
交
時
報
』
の
ほ
か
に
、
横
田
の
執
筆
が
許
さ
れ
た
雑
誌
と
し
て
は
『
国
際
法
外

交
雑
誌
』『
国
家
学
会
雑
誌
』『
法
学
協
会
雑
誌
』
な
ど
が
あ
る
。

（
５５
）
た
だ
し
一
九
二
七
年
の
時
は
、
ひ
と
つ
の
号
に
特
輯
が
組
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
有
賀
の
命
日
（
六
月
一
七
日
）
前
後
の
号
に
、
縁
あ
る
人
々

の
文
章
が
一
、
二
点
ず
つ
掲
載
さ
れ
た
。

（
５６
）
内
閣
情
報
局
は
一
九
四
一
年
二
月
に
、
総
合
雑
誌
に
対
し
て
「
執
筆
禁
止
リ
ス
ト
」
を
内
示
し
、
清
沢
の
執
筆
を
禁
じ
て
い
る
が
（
前
掲
『
太

平
洋
戦
争
下
の
労
働
運
動
』
一
七
八
頁
）、
そ
の
こ
と
が
『
外
交
時
報
』
に
も
影
響
し
た
か
は
明
か
で
な
い
。

（
５７
）
近
衛
文
麿
「
英
米
本
位
の
平
和
主
義
を
排
す
」『
日
本
及
日
本
人
』
第
七
四
六
号
、
一
九
一
八
年
。

（
５８
）
前
号
の
時
論
「
特
別
議
会
と
外
交
問
題
」〔
７８３
〕
で
も
、
冒
頭
で
簡
単
に
事
件
に
触
れ
て
い
る
。

（
５９
）
引
用
文
中
「
陛
下
」
の
前
に
置
か
れ
た
空
白
は
「
闕
字
」
で
、
他
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
。

（
６０
）
米
田
、
前
掲
論
文
〔
７７６
〕
二
七
九
頁
。
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（
６１
）
半
沢
時
代
の
前
期
に
行
わ
れ
た
三
度
の
懸
賞
企
画
の
う
ち
、
最
初
の
一
回
は
二
〇
〇
編
以
上
の
応
募
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
初
回
だ
っ
た
こ

と
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
二
回
目
の
応
募
数
は
五
二
編
、
第
三
回
は
五
三
編
で
あ
っ
た
（
第
四
章
二
�
を
参
照
）。

（
６２
）
北
平
一
誌
友
「「
外
交
時
報
」
を
駁
す
」〔
７３４
〕。

（
６３
）
第
六
三
巻
六
六
五
号
巻
頭
社
告
。
こ
の
駁
論
は
、
外
交
時
報
社
が
邦
訳
の
う
え
、
小
冊
子
に
し
て
配
布
し
て
い
る
。

（
６４
）
外
政
懇
話
会
は
、
か
つ
て
の
外
事
談
話
会
の
流
れ
を
汲
み
、
一
九
三
二
年
一
二
月
に
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
章
註
〔
３９
〕
を
参
照
）。

（
６５
）
第
七
一
巻
七
一
四
号
、
二
一
八
頁
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
講
演
の
速
記
な
ど
は
次
号
以
下
に
内
容
の
訂
正
な
ど
が
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
（
本
稿
「
は
じ
め
に
」
の
註
〔
７
〕
も
参
照
）。

（
６６
）
堀
幸
雄
『
最
新
右
翼
辞
典
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
九
二
頁
（「
神
川
彦
松
」
の
項
）。
内
務
省
警
保
局
保
安
課
『
特
高
月
報－

昭
和
九
年
十

一
月
分－

』
内
務
省
警
保
局
保
安
課
、
一
九
三
四
年
（
一
九
七
三
年
に
政
経
出
版
社
よ
り
覆
刻
）
九
四
頁
。「
神
川
帝
大
教
授
宅
で
壮
漢
乱
暴
を
働

く
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
四
年
一
一
月
二
四
日
号
。
神
川
彦
松
「
外
交
時
報
と
私
（
�
）」〔
１１５５
〕
三
二－

三
三
頁
。

（
６７
）
長
山
義
男
「
外
交
時
報
と
私
（
六
）」〔
１１６３
〕。

（
６８
）
以
下
の
記
述
に
関
し
て
は
、
前
掲
『
太
平
洋
戦
争
下
の
労
働
運
動
』
一
八
五－

一
八
七
頁
を
参
照
。

（
６９
）
『
雑
誌
年
鑑
』
昭
和
十
七
年
版
、
協
同
出
版
社
、
一
九
四
二
年
、
二
二
六
頁
。
な
お
『
外
交
評
論
』
の
方
は
、
内
閣
情
報
局
の
事
実
上
の
下
部
組

織
で
あ
る
日
本
出
版
文
化
協
会
か
ら
、
官
庁
外
郭
団
体
雑
誌
と
認
め
ら
れ
て
い
た
（
同
右
。
同
誌
に
つ
い
て
は
本
稿
「
は
じ
め
に
」
の
註
〔
３
〕
も

参
照
）。

（
７０
）
武
内
文
彬
「
復
刊
の
辞
」『
外
交
時
報
』
第
九
五
〇
号
、
一
九
五
二
年
、
二
頁
。

（
７１
）
『
東
京
大
空
襲
・
戦
災
誌
』
第
三
巻
、
東
京
空
襲
を
記
録
す
る
会
、
一
九
七
三
年
、
三
〇
九
頁
。

（
７２
）
な
お
外
交
時
報
社
そ
の
も
の
は
、
一
九
四
六
年
の
時
点
で
、
東
京
都
世
田
谷
区
羽
根
木
町
に
存
在
し
て
い
る
（
前
掲
『
最
新
出
版
社
・
執
筆
者

一
覧
』
昭
和
二
一
年
度
版
、
二
〇
頁
）。
当
時
の
社
長
は
半
沢
玉
城
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
三
月
、
武
内
に
経
営
権
が
譲
渡
さ
れ
た
（
武
内
、
前
掲
論

文
、
二
頁
）。

（
７３
）
い
ず
れ
も
、
倍
大
号
を
含
め
た
総
て
の
号
の
平
均
頁
数
。

お
わ
り
に

（
１
）
煙
山
専
太
郎
「
有
賀
先
生
の
思
ひ
出
」〔
６８６
〕
一
〇
五
頁
。

（
２
）
有
賀
長
雄
「
外
交
時
報
発
刊
の
要
旨
」〔
１
〕
四
頁
、
お
よ
び
第
四
〇
巻
四
七
七
号
、
一
四
七
頁
。
ま
た
一
九
三
一
年
ご
ろ
、
南
陸
相
か
ら
半
沢

３６０
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ら
に
叙
勲
の
打
診
が
あ
っ
た
と
き
、「
陸
軍
に
懐
柔
さ
れ
た
と
の
譏
を
免
れ
え
な
い
」
と
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
と
い
う
（
田
村
幸
策
「
外
交
時

報
と
私
（
一
）」〔
１１５２
〕
三
一
頁
）。

（
３
）
有
賀
に
つ
い
て
は
第
一
章
一
お
よ
び
信
夫
淳
平
「
有
賀
博
士
の
七
回
忌
に
際
し
て
」〔
５４２
〕
七
五－

七
六
頁
。
ま
た
三
井
財
閥
で
幹
部
を
務
め
た

有
賀
長
文
は
、
彼
の
実
弟
で
あ
る
。
一
方
、
半
沢
に
関
し
て
は
第
四
章
註
（
５
）
を
参
照
。

（
４
）
田
村
、
前
掲
論
文
〔
１１５２
〕
三
一
頁
。
田
中
直
吉
「
外
交
時
報
と
私
（
四
）」
〔
１１５７
〕
三
〇－

三
一
頁
。
長
山
義
男
「
外
交
時
報
と
私
（
六
）」
〔
１１６３
〕

二
七
頁
。
こ
の
買
上
げ
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
っ
た
か
は
詳
か
で
な
い
。
ま
た
田
村
は
、
海
軍
に
よ
る
買
上
げ
に
つ
い
て
、
外
交
時
報
社
を
懐
柔

す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
て
い
る
が
、
そ
の
真
意
を
明
か
に
す
る
史
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
５
）
な
お
、
関
連
し
て
注
意
す
べ
き
は
「
無
署
名
記
事
」
の
扱
い
で
あ
る
。
読
者
の
対
外
認
識
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
著
名
人
の
署
名
論
文
に

限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
排
日
移
民
問
題
を
『
外
交
時
報
』
が
ど
の
よ
う
に
報
道
し
た
か
は
、
読
者
の
米
国
観
に
も
大
き
く
影
響

し
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
今
後
の
研
究
で
は
、
無
署
名
記
事
を
精
密
に
読
込
む
作
業
も
、
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
こ
れ
ま
で
公
刊
し
た
成
果
と
し
て
は
、
伊
藤
信
哉
「
国
際
問
題
評
論
家
の
先
駆
・
米
田
實－

そ
の
経
歴
・
人
物
・
言
説－

」『
政
治
経
済
史
学
』

第
三
九
三
号
、
一
九
九
九
年
の
ほ
か
、
伊
藤
信
哉
・
杉
山
肇
「
米
田
實
の
対
米
認
識
」（
長
谷
川
雄
一
編
著
『
大
正
期
日
本
の
ア
メ
リ
カ
認
識
』
慶

応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
に
所
収
）
お
よ
び
伊
藤
信
哉
「
米
田
實
の
対
外
認
識－

日
米
関
係
を
中
心
と
し
て－

」『
松
山
大
学
論
集
』
第

二
〇
巻
六
号
、
二
〇
〇
九
年
が
あ
る
。
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